
監査確認項目リスト（Compliance Criteria)

■注意事項■
・ この監査確認項目リストは、FLOCERTにより発行されるCompliance Criteria

をベースに、日本語翻訳を追記したものです。日本での適用を考慮し、日本語
訳と英文との内容が異なる箇所がございます。

・ 日本での該当事業者がいない確認項目に関しては、日本語訳が記載されて
いない箇所があります。

・ 認証事業者の各役割に該当する項目は、表中の[Applicabel for ]の欄にてご確認下さい。

<<各役割の適用項目>>
生産者にフェアトレード価格とプレミアムを支払う組織：　ペイヤ―
卸・製造組織：　製造・卸
ライセンシー、小規模ライセンシー：　ライセンシー

・ 表中の[Criteria Type]は以下を指します。
C:　一般項目
M: 重要項目　※不遵守が確認された時点で、認証が「一時停止」されることがあります。
V:　発展項目　※実施されていなくても不遵守とはなりません
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Reference CC N° Applicable for Product CC Type Compliance Criteria (日本語) Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5

0 Preparation Questions
1 General Requirements
1.1 Right to Trade Fairtrade Products

1.1.1 1.1.0.01 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL M 認証事業者は、認証原料（製品）の売買をするために、FLJ
から発行された有効な仮認証書（Permission to Trade)、ま
たは有効な認証書を保持していること。仮認証を取得する
前に認証原料を購入した場合、購入に関する文書(契約、
請求書、在庫記録)および/または製品に、それがフェアト
レード製品であることを示していない。

いいえ はい

1.1.2 1.1.0.02 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL M (製造委託組織へも適用される)通知、または非通知監
査を受け入れること。監査に関連するすべてのサイ
トへのアクセスを提供し、監査には責任を持つス
タッフを同席にさせる。また、適合・不適合を検証
するために必要なすべての情報を提供する。

施設への立ち入りが拒

否された。

提供された情報は、監

査を完了させるのに不

十分であった、また

は、ある特定書類、場

所、インタビューを受

ける人へのアクセスが

拒否された、または、

遵守しているかを確認

するのに必要な情報を

提供する責任者が不在

あ た

情報、サポート、サイ

トへのアクセスは監査

を完了させるのに十分

であった。

監査のために適切な準

備がされている。ま

た、すべての要求書

類、従業員、施設への

アクセスが提供され

た。さらに、監査人が

自由に監査を行え、迅

速に、また容易に遵守/
不遵守が判断でき、機

密インタビューも可能

あ たFLJ 1.1.0.03 ペイヤー ALL M （輸入組織）認証事業者は、四半期ごとに、すべての取引
において支払ったフェアトレード価格、もしくはプレミアムの
報告をFLJに提出すること。

監査対象期間中に、報

告書が提出されていな

い。

報告書が提出された

が、未報告の項目があ

る。または期限に遅れ

て提出された。

報告書は不備なく、期

限内に提出された。

1.1.3 1.1.0.05 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （認証範囲に含まれていない施設には適用されな
い）認証事業者に付随する、フェアトレードに関連
する活動を行っている全ての追加組織（製造委託組
織、輸入代行組織）、製造拠点がFLJに登録されて

いること。詳細はFLJウェブサイトに記載されてい
る「認証・ライセンスの取得」を参照すること。
https://www.fairtrade-jp.org/license/point.php
また、「製造委託組織」として登録された組織が、
製造委託組織の定義に該当していること。

認証原料（製品）を取
り扱う、全ての製造委
託組織、輸入代行組
織、製造拠点が、FLJに
登録されていない。ま
たは、登録された製造
委託組織が、製造委託
組織の定義に該当して
いない。

認証原料（製品）を取
り扱う、いくつかの製
造委託組織、輸入代行
組織、製造拠点がFLJに
登録されているが、登
録されていない組織も
ある。または、登録さ
れた製造委託組織が、
製造委託組織の定義に
該当していない。

認証原料（製品）を取
り扱う、すべての製造
委託組織、輸入代行組
織、製造拠点がFLJに登
録されており、製造委
託組織の定義に該当し
ている。

1.1.3 1.1.0.06 ペイヤー, 製造・卸 ALL C 認証事業者は、自身が100%所有していない製造委託
組織と、次の事項について書面で合意がなされてい
ること：国際フェアトレード基準の遵守、FLJが各
事業者の現地監査を行う権限を持つこと

また、再委託がある場合にも上記事項に関して同意
を得ること。

契約書が無い。 契約書に、要求された事
項がすべて含まれていな
い。もしくは、いくつか
の製造委託組織と契約書
が無い。

すべての製造委託組織と
契約書がある。
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1.1.4 1.1.0.07 ペイヤー, 製造・卸 ALL M 認証事業者は、関係する産品に対しFLOCERTまた

はFLJから認証又は仮認証を受けた生産者・認証事

業者から、国際フェアトレード認証原料（製品）を

購入していること。

いいえ はい

1.1.4 1.1.0.08 ペイヤー, 製造・卸 FSI Cotton C （FSIコットン）認証事業者は、FLOCERTから有効

な仮認証、認証又は検証（verification)を受けた生産
者・認証事業者から、認証原料（製品）を購入して
いること。

いいえ はい

1.1.5 1.1.0.09 ペイヤー, 製造・卸 ALL C 消費者向け包装をしていない、フェアトレードとし
て販売される原料（製品）は、FLOCERT、または

FLJ、フェアトレードオーストラリア＆ニュージーランドに
よって発行された、取引される産品に対し有効な認
証又は仮認証を有するトレーダーにのみ販売されて
いる。

いいえ はい

1.1.5 1.1.0.10 ペイヤー, 製造・卸 FSI Cotton C （コットン）（FSIに参加している事業者に適用)
消費者向け包装がされていないFSI調達コットンは、

有効な監査を受けたトレーダーにのみ販売されてい

る。

いいえ はい

1.1.6 1.1.0.11 ペイヤー ALL C （生産者からの最初の購買者）（契約栽培組織から

購入する場合には適用されない）

認証事業者は、認証原料（製品）を生産者の個人か

らではなく認証を受けた生産者組織から購入するこ

と。もしくは、生産者の個人からしか購入すること

ができないことを、各国・地域の法規制を用いて明

らかにすること。または、生産者組織からの、個人

メンバーとの取引の方が利点があることを示した書

面での要求を示すこと。その際、認証事業者と生産

者の契約において、トレーサビリティ、数量、価

格、納品条件、支払い条件、請求方法が記載された

契約があることを明らかにすること。

認証事業者は、なぜ生

産者組合から購入する

ことができないのか、

という理由を示さず

に、個人生産者から購

入している。

契約書に記載されてい

る内容が、本要求事項

で要求されたすべての

内容を含んでいない。

認証事業者は、個人生

産者から購入している

が、本要求事項で要求

されているように、な

ぜ生産者組合から購入

できないのかという理

由を示すことができ

る。

ランク3に加え、認証事

業者は、購入に関する

書類のコピーを、組合

に定期的に提供してい

る。

認証事業者は、生産者

組合からのみ購入して

いる。
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1.1.7 1.1.0.12 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL M （前回の監査以降、認証一時停止になっている認証
事業者、及び/または、取引先のサプライヤー/バイ
ヤーが認証一時停止になっている認証事業者にのみ
適用）
認証一時停止中の認証事業者は、新規のフェアト
レード認証契約を結ぶことができない。または、認
証一時停止中の貿易相手と、新規のフェアトレード
契約を結ぶことはできない。
一時停止される前12カ月内に、1回以上取引があっ
た貿易パートナーとは一時停止期間中でも新規の契
約を結ぶことができる。ただし、一時停止中に取引
される数量は、その取引先と過去12ヶ月間取引され

た数量の50%までとする。

認証一時停止期間中に

許可された契約の取引

量を超えた取引をし

た、または、認証一時

停止になった後、新規

の認証原料（製品）に

関する売買契約を締結

した。

認証一時停止期間中に

許可された契約の取引

量を超えた取引を行っ

た履歴がなく、かつ、

認証一時停止後、新規

の認証原料（製品）に

関する売買契約を締結

した履歴がない。

1.1.7 1.1.0.13 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL C （前回の監査以降、認証一時停止になっている認証

事業者、及び/または、取引先のサプライヤー/バイ

ヤーが認証一時停止になっている認証事業者にのみ

適用）

認証事業者は、認証一時停止期間中、存在するフェ

アトレード契約を履行しなればならない。

取引相手の同意なし

に、契約を履行してい

ない。

契約を履行している。

1.1.8 1.1.0.14 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL C （過去に認証を取消された事業者、もしくは、認証

を取消された/取消されている取引先がある認証事業

者にのみ適用）

認証事業者はフェアトレード契約があっても、認証

を取消された日からフェアトレード認証製品の取引

を中止しなければならない。

しかしながら、認証を取り消された日以前に取引さ

れた認証原料（製品）は、取り扱うことが出来き、

該当する場合にはプレミアムの支払いをすることも

できる。

いいえ はい

1.1.9 1.1.0.15 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL C 認証事業者は、FLJへ担当者を１人任命しているこ
と。任命された担当者は、連絡先詳細や認証に関わ
る情報（会社名の変更、法的地位の変更など）に変
更が生じた場合、FLJに速やかに報告しているこ
と。

フェアトレードの担当

者が任命されていな

い。

担当者は、フェアト

レードの活動に関し社

内で責任を負っていな

い、もしくは基準の順

守を保証するための手

段を持っていない、も

しくは関連する情報を

FLJに提供していない。

はい

1.2
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1.2.1; 1.2.2 1.2.0.01 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL C （最終包装製品及び半製品のパッケージ、その他広

報物において、国際フェアトレード認証ラベル、ま

たは国際フェアトレード認証を参照している認証業

者にのみ適用する）

認証事業者は、国際フェアトレード認証製品とその

他広報物における認証ラベルの使用、国際フェアト

レード認証についての言及について、（使用する前

に）FLJと有効な契約を締結していること。また、

事前に記載内容についてFLJから承認を受けている

こと。

契約も締結されておら

ず、承認も受けていな

い

FLJまたは、Fairtrade
Internationalと契約を締

結しているが、すべ

て、又は一部の製品

パッケージ、販促物等

に関して承認を受けて

いない。

認証ラベルの使用に関

して、契約を締結して

おり、かつすべての製

品パッケージ、販促物

に関して承認を受けて

いる。

ランク3に加え、事業者

がサプライチェーン内

の製造組織で製品の包

装している場合、認証

事業者は承認を得た認

証ラベル使用申請書の

コピーを製造組織へ提

出している。

1.2.2 1.2.0.02 製造 ALL C （ライセンシーの製品を包装する製造組織にのみ適
用）認証事業者はCONNECTの製品承認記録、また
は製品申請書のコピーを有していること。

いいえ はい

1.2.3 1.2.0.03 ライセンシー ALL C (バナナには適用されない)（FSIに関する公表を行う
認証事業者のみに適用）
製品パッケージ以外の認証原料調達に関する発表
（調達量など）は、公に発表される前にFLJによっ
て承認されなければいけない。

いいえ はい

1.3 FLOCERT Requirements
FLOCERT requireme 1.3.0.01 ペイヤー, 製造・卸, ラ

イセンシー

ALL M 前回の監査で指摘された不遵守項目は全て是正され

ていること。

実施された是正措置は状
況を改善することができ
ず、不適合の行動がまだ
広く行われている。

実施された是正措置は状
況を改善することができ
ず、不適合の行動が単発
で続いている。

監査で指摘されたすべて
の不遵守項目について、
それを改善するための適
切な行動がとられた。

ランク3に加え、認証事

業者は原因分析をし、

再発防止のための策を

取っている。

FLOCERT requireme 1.3.0.02 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL C （例外が適用された認証事業者にのみ適用）

認証事業者は、例外申請をしているとともに、許可

された例外事項を満たしていること。

いいえ はい
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FLOCERT requireme 1.3.0.03 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （国際フェアトレード基準要求事項の遵守に関し

て、または認証原料（製品）に関して、苦情を受け

取った認証事業者にのみ適用）

認証事業者は、適用される、国際フェアトレード基

準要求事項の遵守に関する全ての苦情やフォロー

アップ活動を、管理し記録すること。

また、これらの記録は、監査人が閲覧可能な状態に

されていること。

苦情を受領したが、

フォローアップ活動が

なされておらず、記録

として残されていな

い、もしくはそれらの

記録が監査人が閲覧で

きる状態ではない。

苦情を受領した際の処

理について、手順が記

されている書類がある

が、フォローアップ活

動がなされておらず、

記録として残されてい

ない、もしくはそれら

の記録を監査人が閲覧

できる状態ではない。

苦情を受け取った際、

その処理とフォロー

アップ活動について記

された適切な書類があ

る。監査人は、それら

の書類を閲覧できる。

苦情処理の方法につい

て手順書がある。ま

た、苦情はその方法に

従って処理されてい

る。さらに、フォロー

アップ活動も含めて記

録されており、監査人

がそれらの記録を閲覧

できる。

FLOCERT Requireme1.3.0.04 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL C (前回の監査以降、認証一時停止になっている認証事
業者にのみ適用）
認証が一時停止になった時点より、事業者はフェア
トレード認証を受けていることを示唆する表記や広
報物等の使用をしてはならない。

いいえ はい

FLOCERT Requireme1.3.0.05 ライセンシー ALL C （小規模ライセンシー）

認証事業者は、FLJの小規模ライセンシー定義に該

当していなければならない。

 

いいえ はい

FLJ 1.3.0.07 ライセンシー ALL C 認証事業者（ライセンシー）は、ライセンスの更新手続きを
していること。

契約更新がすんでいない。 はい

FLOCERT
Requirement

1.3.0.09 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

Cocoa M (コートジボアール) (カカオ) You comply with all
obligations made by the Conseil du Café Cacoa (CCC)
and their regulations (décrets) as they apply to
sustainable cocoa.

規定に違反している。 認証事業者は規定を完

全に実行することがで

きていない。

認証事業者は、CCC規

定と持続可能なココア

調達に順守している。

FLJ 1.3.0.10　FLJ ライセンシー ALL C 認証事業者は販売報告書を提出すること（小規模ライセン
シーは1年に1回）。販売報告で報告されている販売量は、
管理システムに基づき適性に報告され、ライセンス料（該
当する場合のみ）は適切に算出されている。

いいえ はい

2 Trade
2.1 Traceability
2.1.1 Documentary Traceability Requirement

6/54 B-B07-S02 CC_監査確認項目_V3.12



NSF Checklist TC 8.30 EN-GB FLJ文書番号：B-B07-S02 V3.12
FLO-CERT GmbHPublic Compliance Criteria List - Trade Certification
Compliance Criteria

Reference CC N° Applicable for Product CC Type Compliance Criteria (日本語) Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5

2.1.1. 2.1.1.01 ペイヤー, 製造・卸 ALL M （製造委託組織にも適用される）認証事業者は、保
管倉庫、製造委託組織などとのやり取りを含め、販
売と購入に関するすべての書類において（例：請求
書、納品書、注文書など）、認証原料（製品）を
「フェアトレード」として明確に識別すること。
このことは、製造委託組織との間で送受信されるす
べての関連ドキュメントにも適用される。

すべての書類におい

て、フェアトレードに

関する記載（例：

「フェアトレード」も

しくは類似した表現）

が抜けている。

フェアトレードに関す

る記載はあるが不十分

である。つまり、すべ

ての製品（原料）、す

べての売買に関する書

類に記載されていな

い。

（例：「フェアトレー

ド」や類似の表現は請

求書に記載されている

が、他の書類には使用

されていない）

すべての書類におい

て、フェアトレードに

関する記載（例：

「フェアトレード」も

しくは類似した言葉）

がある。（例：「フェ

アトレード」や類似の

言葉は請求書に記載さ

れており、他の書類で

もそれらの言葉が見つ

けられる）

フェアトレードに関す

る活動は記録され、随

時その記録はマネジメ

ントシステム（ERP)で
更新されて管理されて

いる。（つまり、すべ

ての契約書、請求書、

バランスシート、運送

記録、梱包リストなど

において「フェアト

レード」という言葉、

もしくは類似した言葉

が 貫して確認でき
2.1.1. 2.1.1.02 ペイヤー, 製造・卸 ALL C フェアトレードに関する書類（例；請求書、出荷伝

票、発注書）には、トレースが可能であるように以
下のことが記載されていること。

・バイヤーとサプライヤー双方のFLO-IDと認証事業
者名
・取引日
・売買時における認証製品（原料）の数量と物理的
形状
・フェアトレード価格、フェアトレード・プレミア
ム、前払いの詳細情報（ペイヤ―と生産者、または
コンベイヤー間の取引の場合）

すべての情報が記載さ

れていない。

リストにあるいくつかの
項目がすべて、またはい
くつかの売買書類におい
て記載されていない。

監査時に、すべての詳

細をトレースすること

が可能である。(書類に

FLO-IDが記載されてい

なくても、データベー

スで確認できればよい)

すべての詳細情報は

データベースに保存さ

れ、フェアトレードと

の関連付けがなされて

いる。

詳細情報は、フェアト

レードに関連付けされ

てデータベースに保存

されている。かつ、常

に最新の情報に更新さ

れている。（売買に関

する書類には、サプラ

イチェーンすべてのに

おける詳細が記載され

ている）

2.1.1./ FLOCERT req 2.1.1.05 ペイヤー, 製造・卸 ALL M 認証事業者は、認証製品（原料）を非認証製品とし

て販売する際、製品、パッケージまたは書類その他

にある、フェアトレード製品であることを示す箇所

を取り除き、消費者および取引先に、認証製品（原

料）でないことを明確にすること。

「フェアトレード

(Fairtrade)」や類似の表

現が、非フェアトレー

ド製品販売のすべての

書類/包装などに記載さ

れている。

請求書、製品パッケー
ジ、製品から「フェア
トレード(Faitrade)」、
もしくは類似の言葉は
削除されているが、他
の書類に関連語句が記
載されている、もしく
は請求書に「フェアト
レード」と表記されて
いるものがある。

「フェアトレード

（Faitrade)」、もしくは

類似の言葉が、すべて

の請求書、製品、製品

パッケージ、かつ、他

の購買書類から削除さ

れている。もしくは、

それができない場合

は、バイヤーに対して

フェアトレー認証製品

でないことを明確に伝
2.1.1./FLOCERT requ2.1.1.06 ペイヤー, 製造・卸, ラ

イセンシー

ALL C 認証事業者は、通常の販売が、認証製品の販売と何

らかの関係があるといったことを、直接的にも間接

的にも示唆してはならない。

通常の販売と認証製品

の販売とに何らかの関

係があることが、直接

的に示唆されている。

通常の販売と認証製品

の販売が関係している

という証拠が無い
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Fresh Fruit 2.1.2 (SPO   2.1.1.07 製造 Oranges C (Oranges for juice) (Conveyor, exporter, processor)
You keep records of the volumes of oranges for juice
bought and processed from each producer organization,
the date of delivery, and the quantity of orange juice
sold.

Records of the volumes
of Fairtrade oranges
bought and processed
from each producer
organization are missing.

Records of the volumes
of Fairtrade oranges
bought and processed
from each producer
organization exist but are
incomplete.

Records of the volumes
of Fairtrade oranges
bought and processed
from each producer
organization are available.
Complete processing  and
Fairtrade sales records
with a reference to sales
documents.

There is a management
system in place that
allows records to be
always up-to-date and
available upon request.
Complete records as part
of a database of stock,
processed volumes,
purchases and sales and

Cane Sugar 4.4.3 2.1.1.08 ペイヤー Sugar, FSI Sugar C (Cane sugar) (Applicable in case of multiple producers
supplying the same mill (or exporter, if applicable) and if
no national scheme exists) You keep delivery
notes/tickets with the name of the individual cane
producer, the producer organization of the individual
cane producer, the volume, and the date of the delivery.
You have requested confirmation of the volume of cane
supplied by each producer (i.e. producer organization).
In case you identify that individual cane producers
deliver cane for more than one producer organization,
you bring this to notice of the respective producer
organizations.

納品書と取引するさと

うきびの量の情報がが

入手できない、もしく

は完全に欠けている。

納品書と取引するさと

うきびの量の情報が完

全ではない、もしくは

一部欠けている。

納品書と取引するさと

うきびの量の情報が入

手できる。

納品書と取引するさと

うきびの量の情報が入

手できる、かつ、明確

に記載されている。

要求された書類やデー

タが常に入手でき、か

つ、随時最新の情報が

閲覧可能な管理システ

ムがある。

Fibre Crops 2.1.1 2.1.1.09 ペイヤー, 製造・卸 FSI Cotton C (Seed cotton) (Applicable if you operate under the FSI
model) Besides the Fairtrace reporting requirements set
in 1.1.0.16 (Payers) or 1.1.0.17 (Non-Payers), you
provide additional traceability information allowing the
certification body to trace all FSI cotton sales (output)
back to the corresponding Fairtrade purchases (input).

 No additional traceability
information provided

Additional traceability
information provided
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2.1.2. 2.1.1.12 ペイヤー, 製造・卸 ALL M 認証事業者は認証製品（原料）の全ての搬入、加工
および販売に関する記録を保持すること。記録は、
FLJ（認証機関）が認証製品（原料）の出荷から搬
入まで遡って追跡できるようにされていること。
フェアトレードとして販売された重量は、歩留まり
率(重量の減少)を考慮して、フェアトレードとして
購入した重量を超えていない。

認証事業者は記録を残

していない、もしく

は、監査の時にそれら

の記録が入手できな

い。かつ/もしくは、5％
以上の過剰販売が予想

される、もしくは、計

算するシステムが無

い。

認証事業者は記録を残

しているが、記録に不

備がある、もしくは、

監査のときにすべてが

入手できない。かつ/も
しくは、1-5％の過剰販

売が予想される。

認証事業者は記録を残

しており、監査の時に

それらは入手できる。

記録は適切になされて

いる。過剰販売は確認

されず、万が一あった

場合でも、予想される

過剰販売は1％以下であ

る。

認証事業者は記録を残

しており、監査の時に

それらは入手できる。

記録は適切になされて

いる。過剰販売はな

い。

FLJが、変更点、関連す
るレシピと歩留まりを
含むフェアトレード認
証に関わる製品のアウ
トプットからインプッ
トを、容易に遡ること
ができる管理システム
がある。認証事業者は
記録を残しており、監
査の時にそれらは入手
できる。記録は適切に
なされている。認証製
品と通常製品を混合し
ておらず、原料調達記
録システムにもミスが

2.1.2 2.1.1.13 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （製造委託組織に適用）製造委託組織は、認証事業
者から受領および発送した全ての認証製品（原料）
の数量を記録すること。物理的トレーサビリティが
適用される場合には、記録は、FLJ（認証機関）が
認証製品（原料）のアウトプットからインプットを
遡って追跡できるように管理されていること。フェ
アトレードとして販売された重量は、歩留まり率(重
量の減少)を考慮して、フェアトレードとして購入し
た重量を超えていない。

製造委託組織は、記録

を残していない、もし

くは、監査のときにそ

れらが入手できない。

かつ/もしくは、5％以上

の過剰販売が予想され

る、もしくは、算出す

るシステムが無い。

製造委託組織は記録を

残しているが、記録に

不備がある、もしく

は、監査のときにすべ

てが入手できない。か

つ/もしくは、1-5％の過

剰販売が予想される。

製造委託組織は記録を

残しており、監査の時

にそれらは入手でき

る。記録は適切になさ

れている。過剰販売は

確認されず、万が一

あった場合でも、予想

される過剰販売は1％以

下である。

製造委託組織は記録を

残しており、監査の時

にそれらは入手でき

る。記録は適切になさ

れている。過剰販売な

し。製造委託組織は、

受領した製品の記録

と、生産者に贈り返し

た製品の記録を残して

いる。

FLJが、変更点、関連す

るレシピと歩留まりを

含むフェアトレード認

証に関わる製品のアウ

トプットからインプッ

トを、容易に遡ること

ができる管理システム

がある。製造委託組織

は記録を保管し、監査

の際に監査人が入手で

きるようにしている。

記録は常に正確であ

る。製品の混同はなく

ミスが無い。そして調

達記録システムを遵守

している。
2.1.13  FLOCERT
Requirement (fruit
juices, tea)

2.1.1.14 ペイヤー, 製造・卸 Sugar, Cocoa, Fruit
Juice, Tea

C （カカオ、さとうきび,フルーツジュース/パルプ・
ピューレ、茶）（認証原料、中間製品を販売する場
合に適用される）売買に関する書類には、製品が物
理的トレースがとれたものか、マスバランスが適用
されたものなのかを明記すること。

売買に関する書類（契

約書、発注書など）に

記載が全くない。

売買に関する書類（契

約書、請求書、納品書

など）に明確に記載さ

れている。

FLOCERT Requireme2.1.1.15 ペイヤー, 製造・卸 Sugar, Cocoa, Fruit
Juice, Tea

C （カカオ、さとうきび、フルーツジュース/パルプ・
ピューレ、茶）（認証原料、中間製品を購入する場
合に適用される）売買に関する書類には、製品が物
理的トレースがとれたものか、マスバランスが適用
されたものなのかを明記すること。

購入に関する書類（契
約書、請求書、又は納
品書など）に記載が全
くない。

購入に関する書類（契約
書、請求書、又は納品書
など）に明確に記載され
ている。
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FLOCERT Requireme2.1.1.16 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL C (FSI複合材料原料、コットン/テキスタイルを販売し
ている場合に適用）
売買に関する書類に適用されているプログラム名を
記載すること。
複合材料製品の場合：FSI
コットンの場合：FSI、テキスタイル基準

売買に関する書類（契

約書、発注書など）に

プログラムの記載が全

くない。

売買に関する書類（契

約書、請求書、納品書

など）に明確に記載さ

れている。

Herbs & herbal teas (  2.1.1.17 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

Herbs, herbal teas &
spices

C (ドライハーブ）（Hired Labour農園が栽培したドライハーブ
を販売・購入する場合のみ適用）購入・販売書類に「お茶
製品のみ対象」であることを明記している。

販売書類（契約書、請求
書、納品書）には記載がな
い

販売文書（契約書、請求
書、納品書）に明記されて
いる。

FLOCERT Requireme2.1.1.18 ライセンシー（POS） Cocoa; Coffee; Flowers
and Plants; Fresh fruit;
Nuts; Tea

C (Only applicable for licensees under the 'Point of Sale'
scheme) (Coffee, Cocoa, Flowers, Tea, Fresh fruit and
Nuts) You clearly identify all Fairtrade 'Point of Sale'
sales as 'Fairtrade Point of Sale' on all sales
documentation (e.g. sales contracts, sales invoices,
delivery notes).

'Fairtrade Point of Sale'
references are missing
on all sales
documentation

'Fairtrade Point of Sale'
references are
identifiable but are
incomplete. 'Fairtrade
Point of Sale' references
exist, but not on all sales
documentation. (i.e. term
'Fairtrade Point of Sale'
on invoices BUT it is not
possible to find a
reference in other
documents)

'Fairtrade Point of Sale'
references are
identifiable and complete
on all sales
documentation

'Fairtrade Point of Sale'
references are recorded
and kept up-to-date within
the ERP system (i.e. term
Term "Fairtrade" or
'Fairtrade Point of Sale'
on all sales
documentation)

2.1.2 物理的トレーサビリティ

2.1.3 2.1.2.01 ペイヤー, 製造・卸 ALL M （すべての産品に適用される）（カカオ、さとうき
び、フル―ツジュース/パルプ・ピューレ、または茶

を売買または加工する事業者、又はコットンのFSI傘
下で、綿繰り以降の加工を行う組織、金の調達プロ
グラムの場合は、物理的トレーサビリティの実施を
希望する場合のみ本項目は適用される）
すべてのサプライチェーンの段階において、認証製
品（原料）は非認証製品（原料）を物理的に分けて
管理すること。認証製品（原料）は、非認証製品
（原料）と混同しないこと。
認証製品（原料）は、非認証製品（原料）とは分け
て、輸送、保管、加工・製造及び納品されること。

認証製品と非認証製品

が分けられていない。

認証製品を分けて管理

するシステムが無く、

混同している。

認証製品と非認証製品

が、明確に分けられて

いない、もしくは、一

部分しか分けられてい

ない。生産中に混同す

ることが容易に起こり

得る。

認証製品と非認証製品

が分けられている。認

証製品を分けて管理す

るシステムがある。

ランク3に加え、原料(製
品)を区別するマークが

あり、認証原料と非認

証原料とが明確かつ容

易に識別できる。

ランク4に加え、認証製

品を追跡できる管理シ

ステムがある。
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2.1.4; 2.1.5 2.1.2.02 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （すべての産品に適用される）（カカオ、さとうき
び糖、フルーツジュース/パルプ・ピューレ、または
茶を、売買または加工する事業者、又はコットンの
FSI傘下で、綿繰り以降の加工を行う組織の場合は、
物理的トレーサビリティの実施を希望する場合のみ
本項目は適用される）
取引に関連する記録や書類と共に、製品ロット番号
や識別マークなどを用いて、すべての段階(例：保

管、輸送、加工、包装、表示及び取扱い)および販売
時において、認証原料（製品）をフェアトレードと
して識別できるようにすること。

フェアトレード認証原

料（製品）が、いかな

る生産過程において

も、また記録や書類に

おいても、認証原料

（製品）として識別さ

れていない。書類、記

録、製品に付与されて

いる識別マークおい

て、認証原料（製品）

と識別できるような言

葉/ナンバーが表記され

ていない。

製品が、認証原料（製

品）であると容易に判

別できず、識別マーク

が明確に示されていな

い。また、識別マーク

が頻繁に欠けており、

いくつかの記録はフェ

アトレード認証として

判別できない。

すべての生産過程にお

いて、またすべての関

連する記録と書類にお

いて、認証製品はフェ

アトレード認証製品で

あると判別できる。識

別マークは明確に、そ

して「フェアトレー

ド」か、もしくは類似

の言葉と共に記載され

ている。

すべての生産過程にお

いて、またすべての関

連する記録と書類にお

いて、認証製品はフェ

アトレード認証製品で

あると判別できる。識

別マークは明確で、製

品ロット番号が用いら

れており、かつ「フェ

アトレード」かそれに

類似した言葉が明確に

使用されている。

すべての生産過程にお

いて、またすべての関

連する記録と書類にお

いて、認証製品はフェ

アトレード認証製品で

あると判別できる。識

別マークは明確で、製

品ロット番号が用いら

れており、「フェアト

レード」かそれに類似

した言葉が明確に使用

され、かつ、販売者と

買い手の名前とFLO ID
が明記されているこ

と。認証製品を追跡で

きる管理システムがあ

る。

2.1.6 2.1.2.03 ペイヤー, 製造・卸 Sugar, Cocoa, Fruit
Juice, Tea

C （カカオ、さとうきび糖、フルーツジュース/パル

プ・ピューレ、茶）（自発的な物理的トレーサビリ

ティを希望する場合のみ本項目は適用される）

認証製品（原料）は、物理的トレーサビリティの基

準を遵守している認証事業者から調達されているこ

と。

これらの製品（原料）は、売買のとき、製品パッ

ケージまたは請求書などの関連する書類上で物理的

トレーサビリティを有する認証（原料）として識別

されなければならない。

認証製品（原料）は、

物理的トレーサビリ

ティに対して認証を受

けていない認証事業者

から購入されている。

認証製品（原料）は、

物理的トレーサビリ

ティに対して認証を受

けている認証事業者か

ら購入されているが、

パッケージや関連する

書類に記載がない。

認証製品（原料）は、

物理的トレーサビリ

ティに対して認証を受

けている認証事業者か

ら購入されている。

認証製品は、最低で

も、製品ロット番号や

請求書を通して認証製

品の物理的トレーサビ

リティーが識別でき

る。

認証製品（原料）は、

物理的トレーサビリ

ティに対して認証を受

けている認証事業者か

ら購入されている。

認証製品は、請求書と

製品において、物理的

トレーサビリティーが

識別できる。

2.1.7 2.1.2.04 ペイヤー, 製造・卸 ALL C (FSIには適用しない）

認証事業者は、複合材料製品に、物理的トレーサビ

リティを有している原料と有していない原料を混合

する場合、物理的トレーサビリティが要求される原

料が物理的トレーサビリティの基準を遵守している

ことを確実にすること。

もし技術的な理由によりそれが不可能であった場

合、認証事業者はFLJにより例外の承認を得ている

こと。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料が、物理的トレーサ

ビリティーの要求を満

たしていない。FLJに
よって例外申請が承認

されていない。認証原

料と非認証原料を区別

するシステムがなく、

認証原料と非認証原料

を混合している。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料が、物理的トレーサ

ビリティーの要求を完

全に満たしていない。

FLJによって例外申請が

承認されていない。生

産過程において、認証

原料と非認証原料との

混合が容易に起こり得

る状況である。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料は、物理的トレーサ

ビリティーの要求を満

たしている、もしく

は、FLJによって例外申

請が承認されている。

認証と非認証を区別す

るシステムはあり、小

さいミスが起こり得る

程度である。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料が、物理的トレーサ

ビリティーの要求を完

全に満たしている。認

証と非認証の製品を区

別するシステムがあ

り、ミスは起こらな

い。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料は、物理的トレーサ

ビリティーの要求を完

全に満たしている。ミ

スなしに製品を追跡で

きる物理的トレーサビ

リティーのシステムが

ある。すべての原料に

対し、物理的トレーサ

ビリティーを実施する

計画がある。
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2.1.3 2.1.2.05 ペイヤー, 製造・卸 ALL M （製造委託組織）（カカオ、さとうきび糖、fフルー

ツジュース/パルプ・ピューレ、または茶を加工する

事業者、又はコットンのFSI傘下で、綿繰り以降の加
工を行う組織、金の調達プログラムの場合は、物理
的トレーサビリティの実施をする場合のみ本項目は
適用される）
すべてのサプライチェーンの段階において、認証製
品（原料）は非認証製品（原料）を隔離すること。
認証製品（原料）は、非認証製品（原料）と混同し
ないこと。
認証製品（原料）は、非認証製品（原料）とは分け
て、輸送、保管、加工・製造及び納品されること。

認証製品と非認証製品

が分けられていない。

認証製品を分けて管理

するシステムが無く、

混同している。

認証製品と非認証製品

が、明確に分けられて

いない、もしくは、一

部分しか分けられてい

ない。生産中に混同す

ることが容易に起こり

得る。

認証製品と非認証製品

が分けられている。認

証製品を分けて管理す

るシステムがある。

認証製品と非認証製品

が分けられており、識

別マークにフェアト

レードの説明があり、

容易に判別できる。認

証と非認証の製品を区

別するシステムがあ

り、ミスは起こらな

い。

認証製品と非認証製品

が、常に正しく分けら

れている。識別マーク

にフェアトレードの説

明があり、容易に判別

できる。ミスなしに製

品を追跡できる物理的

トレーサビリティーの

システムがある。

2.1.4 2.1.2.06 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （製造委託組織）（カカオ、さとうきび糖、フルー
ツジュース/パルプ・ピューレ、または茶を加工する

事業者、又はコットンのFSI傘下で、綿繰り以降の加
工を行う組織の場合は、物理的トレーサビリティの
実施をする場合のみ本項目は適用される）
すべての段階(例：保管、輸送、加工、包装、表示及

び取扱い)におけるフェアトレード製品に加え、関連
する記録や書類上においても、製品につくロット番
号や識別マークにより、認証原料（製品）をフェア
トレードとして識別できること。

フェアトレード認証製

品が、いかなる生産過

程においても、また記

録や書類においても、

認証製品として識別さ

れていない。書類、記

録、製品に付与されて

いる識別マークおい

て、フェアトレード認

証製品と識別できるよ

うな言葉/ナンバーが言

及されていない。

製品が、認証製品であ

ると容易に判別でき

ず、識別マークが明確

に示されていない。ま

た、識別マークが頻繁

に欠けており、いくつ

かの記録はフェアト

レード認証として判別

できない。

すべての生産過程にお

いて、またすべての関

連する記録と書類にお

いて、認証製品はフェ

アトレード認証製品で

あると判別できる。識

別マークは明確に、そ

して「フェアトレー

ド」か、もしくは類似

の言葉と共に記載され

ている。

すべての生産過程にお

いて、またすべての関

連する記録と書類にお

いて、認証製品はフェ

アトレード認証製品で

あると判別できる。識

別マークは明確で、製

品ロット番号が用いら

れており、かつ「フェ

アトレード」かそれに

類似した言葉が明確に

使用されている。

すべての生産過程にお

いて、またすべての関

連する記録と書類にお

いて、認証製品はフェ

アトレード認証製品で

あると判別できる。識

別マークは明確で、製

品ロット番号が用いら

れており、「フェアト

レード」かそれに類似

した言葉が明確に使用

され、、かつ、販売者

と買い手の名前とFLO
IDが明記されているこ

と。（FLOCERTの契約

相手だけでなく）いか

なる認証事業者にも、

認証製品だと識別でき

るための管理システム
2.1.6 2.1.2.07 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （製造委託組織）（カカオ、さとうきび糖、フルー

ツジュース/パルプ・ピューレ、または茶を、加工す

る事業者、又はコットンのFSI傘下で、綿繰り以降の
加工を行う組織の場合、物理的トレーサビリティの
実施をする場合のみ本項目は適用される）
フェアトレード製品を納品するときは、それがフェ
アトレード認証製品であることを明確に示すこと。

フェアトレード認証製

品として納品された製

品は、「フェアトレー

ド」や類似した言葉で

区別されていない。

フェアトレードに関連

する情報が完全に欠け

ている。

フェアトレード認証製

品として納品された製

品は、常に「フェアト

レード」や類似した言

葉で正しく区別されて

いる。フェアトレード

に関する情報が一部欠

けている。

フェアトレード認証製

品として納品された製

品は、「フェアトレー

ド」や類似した言葉で

正しく区別されてい

る。

フェアトレード認証製

品として納品された製

品は、常に「フェアト

レード」や類似した言

葉で正しく区別されて

いる。

フェアトレード認証製

品として納品された製

品は、常に「フェアト

レード」や類似した言

葉で正しく区別されて

いる。ミスなく販売さ

れた製品を追跡できる

システムがある。
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2.1.7 2.1.2.08 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （製造委託組織）
認証事業者は、フェアトレード認証の複合材料製品
を製造する際に、物理的トレーサビリティを有して
いる原料と有していない原料を混合する場合、物理
的トレーサビリティが要求される原料が物理的ト
レーサビリティの基準を遵守していることを確実に
すること。
もし技術的な理由によりそれが不可能であった場
合、認証事業者はFLJに例外申請をしていること。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料が、物理的トレーサ

ビリティーの要求を満

たしていない。FLJに
よって例外申請が承認

されていない。認証原

料と非認証原料を区別

するシステムがなく、

認証原料と非認証原料

を混合している。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料が、物理的トレーサ

ビリティーの要求を完

全に満たしていない。

FLJによって例外申請が

承認されていない。生

産過程において、認証

原料と非認証原料との

混合が容易に起こり得

る状況である。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料が、物理的トレーサ

ビリティーの要求を完

全に満たしている。又

は、FLJによって例外申

請が承認されており、

追加施設はそのコピー

を保有している。認証

と非認証を区別するシ

ステムはあり、ミスは

起こらない。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料が、物理的トレーサ

ビリティーの要求を完

全に満たしている。認

証と非認証の製品を区

別するシステムがあ

り、ミスは起こらな

い。

物理的トレーサビリ

ティーが可能な認証原

料が、物理的トレーサ

ビリティーの要求を完

全に満たしている。又

は、FLJによって例外申

請が承認されている。

認証事業者は、例外を

段階的に除去しようと

試みており、対象原料

について物理的トレー

サビリティーの要求を

応じるよう努力してい

る。ミスなしに製品を

追跡できる物理的ト

レーサビリティーのシ

ステムがある2.1.13 2.1.2.09 FSIライセンシー ALL C (FSI）
FSIに参加している認証事業者は、実際の調達量（物理的
トレーサビリティが適用される場合）または、調達規模（マ
スバランスが適用される場合）に基づいて実績を公表をす
ること。公表値は、過去の実績値に基づくこと。

いいえ はい

Herbs & herbal teas (  2.1.2.11 製造・卸, ライセン

シー

Dried herbs C (Dried herbs) (Only applicable if you sell or buy dried
herbs grown by Hired Labour companies) You clearly
identify the physical product as ‘eligible for tea products
only’ through on-product identification marks

いいえ はい

2.1.3 Mass Balance Requirements
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2.1.8 2.1.3.01 ペイヤー, 製造・卸 Sugar, Cocoa, Cotton,
Fruit Juice, FSI Gold,
Tea, FSI Cotton after
ginning stage

M （さとうきび糖、カカオ、フルーツジュース/パル
プ・ピューレ、茶を取り扱う組織、およびコットン
FSI傘下で綿繰り以降の加工を行う組織で物理的ト
レーサビリティを適用しない組織）
マスバランスがポジティブであることを保証するこ
と。
--認証製品として販売された数量と、投入された認
証原料の数量とが、加工時の歩留まりとロスを加味
した上で同等であること
-投入された認証原料（インプット）は、認証--製品
（アウトプット）が販売される前に購入されている
こと

マスバランスは繰り返

しネガティブになって

いる、もしくは算出シ

ステムがない。予想さ

れる過剰販売が5％以上

ある。

限られた状況で、マス

バランスがネガティブ

になっている。予想さ

れる過剰販売が1-5％あ

る。

マスバランスはポジ

ティブである、もしく

は特定の月でネガティ

ブになりうるが、全体

のバランスはポジティ

ブである。

マスバランスは常にポ

ジティブで、容易に計

算できる。予想される

過剰販売は無い。

マスバランスは常にポ

ジティブで、容易に計

算できる。マスバラン

スのワークシートは、

随時更新されている。

製品の混同がなく、調

達記録システムのミス

もない。

2.1.10 2.1.3.03 ペイヤー, 製造・卸 Sugar, Cocoa, Cotton,
Fruit Juice, FSI Gold,
Tea, FSI Cotton after
ginning stage

C （単一場所でのマスバランスに適用）（サトウキ

ビ、カカオ、フルーツジュース/パルプ・ピューレ、

茶, 　コットンFSI傘下の綿繰り以降の組織で物理的

トレーサビリティを適用しない組織）

認証原料は、認証製品が加工される同じ場所に輸送

され加工されていること。

いいえ はい

2.1.11 2.1.3.04 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa, Cotton, Fruit
Juice, FSI Gold, Tea,
FSI Cotton after ginning
stage

C （カカオ,フルーツジュース&パルプ/ピューレ、茶,
コットンFSI傘下の綿繰り以降の組織で物理的トレー
サビリティを適用しない組織）
認証原料は、フェアトレード最終製品となる原料と
同じ種類と品質でなければいけない。 (like for like
ルール)
例：有機/非有機、原産国等

いいえ はい

Cane Sugar 2.1.2 2.1.3.05 ペイヤー, 製造・卸 Sugar C (砂糖）（B2B 取引）（マスバランスで白色精製糖を販売し、

きび砂糖と甜菜糖を混合または代替する場合に適用） フェ
アトレードとして販売する砂糖が甜菜糖から作られている
こと、または甜菜糖ときび砂糖を混合して いることを販売
文書に明記すること。

いいえ はい
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2.1.12 2.1.3.06 ペイヤー, 製造・卸 Sugar, Cocoa C （カカオ、さとうきび糖）認証事業は、グループマ
スバランス（GMB）を導入する前に認証機関の許可
を得なければならない。また、グループマスバラン
スに関係する拠点の変更がある場合にも、製造前に
認証機関より許可を得なければならない。また、下
記の条件に該当することを保証すること。
- GMB に関係するすべての拠点が同じグループに属

している。

- 購入と販売に関するすべての関連情報が閲覧でき

る、中央管理システムが整備されている。

- フェアトレード原料の購買および販売情報を一元
化し、グループが販売するフェアトレードの生産量
が、グループが購入した同等のファトレード原料の
購入を超えていないことを確認するシステムが整備
されている。

いいえ 承諾は得られている

が、グループマスバラ

ンスの条件は満たされ

ていない。

はい

2.1.10 2.1.3.07 ペイヤー, 製造・卸 Sugar, Cocoa, Cotton,
Fruit Juice, FSI Gold,
Tea, FSI Cotton after
ginning stage

C （追加施設）（単一場所でのマスバランス）（さと

うきび糖、カカオ、フルーツジュース&パルプ/
ピューレ、茶, 　コットンFSI傘下の綿繰り以降の組

織で物理的トレーサビリティを適用しない組織）

認証原料は、認証製品が加工される同じ場所に輸送

され加工されていること。

いいえ はい

2.1.11 2.1.3.08 ペイヤー, 製造・卸 Sugar, Cocoa, Cotton,
Fruit Juice, FSI Gold,
Tea, FSI Cotton after
ginning stage

C （追加施設）（さとうきび糖、カカオ、フルーツ
ジュース&パルプ/ピューレ、茶, 　コットンFSI傘下
の綿繰り以降の組織で物理的トレーサビリティを適
用しない組織）
認証原料は、フェアトレード最終製品となる原料と
同じ種類と品質でなければいけない。
（例：非有機/有機、原産国）

いいえ はい

Cane Sugar 2.1.2 2.1.3.09 ペイヤー, 製造・卸 Sugar C (追加施設） （さとうきび糖） （B2B 取引） （マスバランスで
上白糖を加工し、さとうきび糖とビート糖を混合または代替
する場合に適用） フェアトレードに分類される砂糖がビート
糖から作られていること、またはビート糖ときび糖の混合で
あることを 文書で明確に示していること。

いいえ はい
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Cocoa 2.1.1 2.1.3.10 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

Cocoa C （カカオ）認証事業者はカカオのマスバランスに

は、以下の転換率を使用すること。

・カカオ豆1トン→カカオリカー0.82トン

・カカオリカー1トン→ココアバター0.5トンとココ

アパウダー0.5トン

・カカオ豆1トン→ココアバター0.41トンとココアパ

ウダー0.41トン

現在の転換率が適用さ

れていない。

現在の転換率が適用さ

れていない、もしくは

完全に適用されていな

いが、認証事業者は変

更する準備がある。

現在の転換率が適用さ

れている、もしくは変

更が終了した。

現在の転換率が公表さ

れてから、正しく適用

されている。

Cane Sugar 2.1.3 2.1.3.11 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

Sugar C 認証製品に、遺伝子組み換え甜菜糖を使用してはな

らない。

いいえ はい

Cocoa 2.1.7 2.1.3.12 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa C （カカオ）（マスバランス）認証事業者は、認証原
料（インプット）の購入より3年以内に認証製品
（アウトプット）として同等の量を販売している。

いいえ はい

Cocoa 2.1.3 & 2.1.4 2.1.3.13 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa C (カカオ)(特定のカテゴリ、ステータス、またはオリジ
ンを謳ってカカオのアウトプットを販売する場合に
適用される)
アウトプットのカカオのと同じまたはより高い仕様
(標準/ファインフレーバー、非オーガニック/オーガ

ニック)、および/または同じオリジン(購入ドキュメ

ントに記載されている)でインプットのカカオが購入
されている。

アウトプットのカカオと同等
のカテゴリー、ステータス、
オリジンのカカオがインプッ
トとして購入されていない。

同等のカカオ原料が購入さ
れている

Cocoa 2.1.6 2.1.3.14 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa C (カカオ) (他の認証も取得している場合)  フェアトレードに
加え、追加のサステナビリティ認証制度による「デュアル認
証」または「マルチ認証」として一定量のカカオ豆や半加工
カカオを購入し、フェアトレード以外の認証制度で販売した
場合、フェアトレード認証カカオとして同じ量を販売すること
はできない。

同じ量のカカオがフェアト
レードとして販売されている
ことが明確である。

同量がフェアトレードとして
販売された形跡はない。

ランク3 に加え、認証製品
の複数販売がないことを確
認するシステムがある。

Cane sugar 2.1.1 2.1.3.16 ペイヤー, 製造・卸 Cane sugar C  (さとうきび糖) フェアトレードのインプットが、アウトプットの

製造のために使用される原料と同 種・同質であるこを保証

すること（like to like ルーツ）。（少なくとも精製/未精製、有
機/非有機、原産地がインプットとアウトプットで同じである
こと）

いいえ はい

2.2 Product Composition
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2.2.1 and 2.2.4 2.2.0.01 製造・卸, ライセン
シー

All C （食品の複合材料製品）（FSIには適用しない）

（金、花・植物、コットン、スポーツボールには適

用しない）

複合材料原料、複合材料製品は、認証事業者が例外

申請をし受理された場合を除いて、可能な限り多く

の認証材料が使用されていること。

認証対象となっている

いくつかの原料に対し

て、非認証原料が使用

されており、例外申請

が受理されていない。

（認証対象となってい

る原料は、すべて認証

原料を使用しなければ

ならない）

ATCBルールがすべての

製品に正しく適用され

てない。すなわち、認

証対象の産品であるが

非認証原料を使用する

場合、例外申請の承認

がなされていなければ

ならないが、承認が得

られていない。

ATCBが適切に適用され

ている、もしくは、FLJ
によって例外適用が承

認されており、監査時

に承認記録が閲覧可能

である。

2.2.2 2.2.0.02 製造・卸, ライセン

シー

All C （食品の複合材料製品）（FSIには適用しない）

食品の複合材料製品は最低でも20%以上の認証原料
からできていること。
含まれている認証原料の重量（容量）割合の表示
は、加工前の、すべての原料の総重量（総容量）と
の比率で表されること。
 50%を超える水、もしくは乳製品が加えられた製品
は、加えられた水もしくは乳製品を、計算から除外
する。これは、濃縮還元ジュースにも適用される。
しかし、フレッシュジュースには適用されない。
使用される複合材料は、関連する複合材料の割合基
準に準じること。

いいえ はい

2.2.3 2.2.0.03 製造・卸, ライセン

シー

All C （食品の認証製品）（FSIには適用しない）認証事業

者は、国の法に抵触しない限り、小売向け製品の包

装の裏に、フェアトレード認証原料の最低割合を表

記すること。

いいえ はい

Cotton 2.2.1 2.2.0.04 ペイヤー, 製造・卸 Cotton C （コットン）

認証製品に使用されるコットン製品は、認証生産者

から調達されたコットンでなければならない。十分

な量の認証コットン(Fairtrade cotton combers)が入手

できない場合は、非認証コットンを20％まで使用し

て脱脂綿または化粧用パフ（cotton wool pads）を作

ることができる。ただし、製造組織は使用した非認

証コットンと同量の認証コットンを別途調達しなけ

ればならない。

上記ケースを適用する場合には、FLJに通知すこ

と。

いいえ はい

 Cotton Product
Composition Policy

2.2.0.05 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

Cotton C （コットン）(コットンの最終製品のみに適用され
る）FLJから例外が承認されていない限り、コット
ン以外の材料を使用しているコットン最終製品は最
低50％（重量ベース）の認証コットンからできてい

ること。制服、ユニフォームは、最低30％以上とす
る。

いいえ はい
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2.2.5 2.2.0.06 製造・卸, ライセン

シー

FSI ALL C （コットン、金を除くすべてのFSI対象製品）

 (食品複合材料と食品複合製品に適用)

物理的トレーサビリティを適用する場合、製品中の該当す
る製品の100%が フェアトレード認証原料を使用している

こと。

FSIラベルが貼付されている製品で、マスバランスを
適用する場合（さとうきび糖、ココア、フルーツ
ジュース、茶）、製品に使用されている原料の同等
の量が認証原料として調達されていなくてはならな
い。

FSIラベルが貼付されている製品は、FSI対象製品でなけ
ればならない。

いいえ はい

Flowers and plants 1.22.2.0.11 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

Flowers C （花）フェアトレードとして販売されるすべての花
および葉飾りは、認証されたものである。花束につ
いては、それらが利用できる限り多くのフェアト
レード認証花と葉飾りが使用されていること。フェ
アトレードとして調達できない非認証の花や葉飾り
は、例外として茎の総数の 50% を超えない本数だ
け、フェアトレードの花束に使用することができ
る。

いいえ はい ランク3に加え、非認証

の花はローカル調達さ

れている。

3
3.1

3.1.1 3.1.0.01 ペイヤー, 製造・卸 All C (製造委託組織にも適用される）（綿繰り工程以降
のFSIコットンには適用しない）
認証事業者は、当該国の労働法、基本的な国際労働
機関（ILO）の協定を認識していること。

当該国の労働法、基本

的な国際労働機関

（ILO）の協定の認識が

ない。

認証事業者は、自身に

適用される労働法とILO
協定が、企業内でどの

ように認知されている

かを示すことができ

る。

ランク3に加え、認証事

業者は適切な労働環境

を保証するための指針

と手順を備えている。

ランク4に加え認証事業

者は効果的に履行され

ていることを示すこと

ができる。（例：他の

スキームによる社会的

監査を受けている）
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3.1.1 3.1.0.02 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

All M （綿繰り工程以降のFSIコットンには適用しない）

当該国の労働法、もしくはILO協定のどちらにも、
違反の兆候が無いこと。

当該国の労働法、また

はILO協定に常習的に違

反している証拠があ

る。

違反している証拠があ

る。しかしながら認証

事業者は、将来的に違

反を避ける行動を実行

した。

違反している証拠は発

見されなかった。しか

しながら、疑いのある

兆候があるため、追加

の監査を実施すること

が望ましい。

違反している証拠は発

見されなかった。

ランク4に加え認証事業

者は効果的に規定や手

順書を実施しているこ

とを示すことができ

る。または、他のス

キームによる社会的監

査を受けている。

3.1.1 Freedom from Discrimination
3.1.2 Freedom from Forced and Compulsory Labour

3.1.3 Child Labour and Child Protection
3.1.4 Freedom of Association and Collective Bargaining

3.1.5 Conditions of Employment
3.1.6 Occupational Health and Safety

Nuts 3.3.1 & 3.3.2 3.1.6.05 ペイヤー, 製造・卸 Cashew Nut C (カシューナッツ） （カシューナッツを加工している場合に適

用） 加工ユニット内の作業者に保護衣や保護油を支給し、
カシューナッツ液から十分に保護されていることを確認し
ていること。

保護服や保護油の支給な
し

保護服や保護オイルが提
供され、作業者が適切に保
護されている

Nuts 3.3.3 & 3.3.4 3.1.6.06 ペイヤー, 製造・卸 Cashew Nut C (カシューナッツ） （カシューナッツを加工している場合に適

用） 作業員が保護衣や保護油の使用について訓練を受
け、それらが正しく使用されていることを管理監督している
こと。

作業員の教育がされてい
ない

作業者は保護服や保護油
の使用について訓練を受
け、それらを正しく使用して
いる。

3.2 Environmental Protection
3.2.1 3.2.0.01 ペイヤー, 製造・卸 All C （製造委託組織にも適用される）（綿繰り工程以降

のFSIコットンには適用しない）
認証事業者は、当該国の適用される環境法規を認識
していること。

適用される環境法規に

関し認識がない。

認証事業者は、自身に

適用される環境法が、

企業内でどのように通

知されているかを示す

ことができる。

ランク3に加え、認証事

業者は環境保護のため

の指針と手順を備えて

いる。

ランク4に加え認証事業

者は効果的に履行され

ていることを示すこと

ができる。（例：

EMS）
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3.2.2 3.2.0.02 ペイヤー, 製造・卸 All C （2018年1月1日よりすべての産品へ適用）（綿繰り

工程以降のFSIコットンには適用しない）認証事業者
は、認証製品に国際フェアトレードラベル機構より
発行される危険物質リスト（Hazardous Material
List）Red Listに掲載されている物質を使用しないこ
と。

認証事業者は、認証原料（製品）に使用された駆除
剤の有効成分、製品名、適用された原料、標的にさ
れた害虫名、また使用された物資がHMLのパート

1(レッドリスト)、2(オレンジリスト)、3(イエローリ

スト)のどこに該当するのかをリストにまとめ、定期
的に更新しなければならない。

認証事業者は、認証製

品に、禁止された物質

を積極的に使用してい

る。

レッドリストに記載され
ている禁止物質は認証製
品に使用されていない。
しかしながら、認証製品
に使用される殺虫剤リス
トがない。（または、完
全ではない）

危険物質リストのレッ

ドリストに記載されて

いるいかなる物質も、

認証製品に使用されて

いない。また、認証製

品に使用された殺虫剤

の完全なリストがあ

る。

危険物質リストのレッ

ドリストに記載されて

いるいかなる物質も使

用されていない。ま

た、認証製品に使用さ

れた殺虫剤の完全なリ

ストがある。

3.2.3 3.2.0.03 ペイヤー, 製造・卸 All C （綿繰り工程以降のFSIコットンには適用しない）

（HMLのオレンジリストに記載の物質を使用してい
る認証業者にのみ適用）
-認証事業者は、HMLに記載された特定使用条件を満
たしていること

-次の場合に限り使用していること:
 i)害虫に農薬耐性ができてしまうことを防ぐ方法の

一つとして　ii) より有害でない農薬に変える場合

iii) Integrated Pest Management (IPM：総合的有害生

物管理)の一環としてiv) 無農薬対応を含む場合

-物質の使用を削減させる、又は中止させる計画を作
成すること。その計画には以下を記載すること。対
象物質の種類（学名、有効成分、有効成分の含有
率、製品名）、使用量（単位面積あたり、あるい
は％、ppmなどの散布濃度と年間の単位面積あたり

の総散布量）、IMPの一環として他の無農薬での対
応詳細を含む、使用の削減あるいは中止のためのア
クションプラン。

承認を得ていない。 承認のための条件が満

たされていない。

承認の条件において、

逸脱している箇所が無

い。

例外の承認条件につい

て認められたことを示

すQMS文書がある。

3.2.4 3.2.0.04 ペイヤー, 製造・卸 All V （綿繰り工程以降のFSIコットンには適用しない）

土地の利用と、生物多様性、水の使用、エネルギー

の使用(カーボンフットプリントを含む)、排水の流

出、大気中への排出、廃棄物、有害物質そして異常

措置に関して、認証事業者は、認証製品に関係する

直接の環境への悪影響を理解し、最小限になるよう

取り組む。

環境管理システムが整

備されていない。

環境管理システムが整

備されている。

ランク3に加え、環境面

について第三者から認

証を受けている。
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3.2.5 3.2.0.05 ペイヤー, 製造・卸 All V （綿繰り工程以降のFSIコットンには適用しない）

認証事業者は、可能な限り、リサイクルされた又は

容易に生分解する素材を製品パッケージに使用する

こと。

リサイクル、もしくは

容易に生物分解可能な

パッケージを使用する

ためのアクションがな

されて。

リサイクル、もしくは

容易に生物分解可能な

パッケージが限定的に

使用されているが、通

常は使用されていな

い。

リサイクル、もしくは

容易に生物分解可能な

パッケージが、高い確

率で使われている。

リサイクル、もしくは

容易に生物分解可能な

パッケージを使用する

ことがプログラムとし

てあり、それが企業の

指針となっている。

3.2.6 3.2.0.06 ペイヤー, 製造・卸 All V （綿繰り工程以降のFSIコットンには適用しない）

認証事業者は、フェアトレードサプライチェーンの

中で、カーボンフットプリントを削減するアクショ

ンをとること。

カーボンフットプリン

トを削減するアクショ

ンが全く取られていな

い。

カーボンフットプリン

トを削減する段階が踏

まれている、

ランク３に加え、削減

できない段階まで、

カーボン排出量を相殺

している。

3.2.1 3.2.0.07 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

All M （製造委託組織にも適応される）（綿繰り工程以降
のFSIコットンには適用しない）
認証事業者は、当該国の適用される環境法規に対し
いずれにも違反している兆候のないこと。

環境法規に常習的に違

反している証拠があ

る。

違反している証拠があ

る。しかしながら認証

事業者は、将来的に違

反を避ける行動を実行

した。

違反している証拠は発

見されなかった。しか

しながら、疑いのある

兆候があるため、追加

の検査を実施すること

が望ましい。

違反している証拠は発

見されなかった。

ランク4に加え認証事業

者は効果的に規定や手

順書を実施しているこ

とを示すことができ

る。または、他のス

キームによる社会的監

査を受けている。

3.2.2 3.2.0.09 ペイヤー, 製造・卸 ALL C 農作物・製品に対し、消費国で許可され登録された

合成物資のみを使用している。

いいえ はい

3.2.1 Land Use and Biodiversity
3.2.2 Water Use
3.2.3 Energy Use
3.2.4 Waste Water Effluents
3.2.5 Emissions to Air
3.2.6 Waste
4 Business and Development
4.1 Contracts

4.1.1, Fresh Fruit
(SPO) 4.2.2 & 4.2.4,
Fresh Fruit (HL)
5.4.2 & 5.4.4

4.1.0.01 ペイヤー ALL M （ペイヤー、コンベイヤー）

フェアトレードプレミアムペイヤーとコンベイヤー

は、トレーダー基準付属文書1および関連する産品

基準に定義されたそれぞれ役割を果たすこと。もし

くは、影響を受けるすべて当事者(生産者を含む）と

合意の上、別の取り決めをしてもよい。取り決めに

関する書類は、FLJに提出されていること。

認証事業者は、別の取

り決めを定めようとし

ているが、関係者の合

意を得られておらず、

書面での合意もなされ

ていない。

トレーダー基準付属文

書1、または関連する産

品基準で定められた役

割を果たしている。も

しくは、すべての関係

者と書面で合意のも

と、別の取り決めがな

され、書類がFLJに提出

されている。

すべての関係者の署名

とともに、別の取り決

めがなされた、かつ、

FLJに報告している。
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4.1.2; 4.1.3 4.1.0.02 ペイヤー ALL M （ペイヤーとコンベイヤー）（花＆植物には適用しな
い）
ペイヤーとコンベイヤーは、生産者と（もしくはコンベ
イヤーと）認証原料（製品）の購入において、契約を結
ばなくてはならない。契約は産業規制に則ったものであ
り、なおかつ下記項目を明確に記載すること。
・合意された量
・品質規格
・価格の要求事項に従って確定した価格
・フェアトレード価格とフェアトレードプレミアムの調
整が必要な場合、その計算方法
・支払うべきフェアトレードプレミアムの合計(価格とは
別に示されていること)
・誰がフェアトレード価格とフェアトレードプレミアム
を支払う責任をもつか
・支払形式（透明でかつ追跡可能でなくてはならない）
・価格とプレミアムの支払いが、フェアトレード価格
テーブルで決められている通貨と異なる通貨で支払われ
る場合、使用される為替レートの日付
・(該当する場合)前払いの条件と額
・品質問題が発生した場合の手順
・国際通商条件(Incoterms)を使用する際の納品条件
・産品別基準に沿った支払い条件
・「不可抗力条項」の定義又は記載
・裁判権適用に関する合意
・その他の紛争を解決するための解決の方法
・双方の契約当事者は、同等の契約終了の権利をもつこ
と
・（ガーナ、コートジボワールからのココアを購入する
場合）参照された価格とフェアトレード最低価格の差額
を支払うこと（該当する場合）

フェアトレード生産

者、またはコンベイ

ヤーとの、購入契約

書、または認証原料

（製品）の売買契約書

がない。

購入契約書、または

フェアトレード製品の

注文書はあるが、それ

らの書類には不備があ

る。

売買契約書、また認証

原料（製品）の注文書

はあるが、それらの書

類は生産者/コンベイ

ヤーから合意されてい

ない、もしくはどちら

の署名もない。

売買契約書、または認

証原料（製品）の注文

書があり、それらの書

類は生産者/コンベイ

ヤーから合意されてい

る。もしくは、どちら

の署名もある。

Prepared and preserv               4.1.0.03 ペイヤー Dried Fruit, Dried
Vegetables, Fresh
Vegetables

M （ペイヤー）（ドライフルーツ、乾燥野菜、豆類を

除く生鮮野菜）

フェアトレードペイヤー（ペイヤー）は、生産者

（またはコンベイヤー）との契約において、4.1.0.02
に加え以下の事柄を記載すること。

- 契約日

- 認証事業者のFLO IDナンバー

- 契約に不可欠なものとしてのフェアトレードへの

参照

- 契約有効期限

- 商品説明

- 認証製品の購入量（最低、最大量、または固定

量）

-調達計画のリファレンス

-注文システムの機能の説明

- 各当事者の責任説明と品質チェック手順

フェアトレード生産

者、または輸出組織

と、売買契約書、また

は認証原料（製品）の

注文書がない。

売買契約書、または注

文書はあるが、それら

の書類に不備がある。

売買契約書、または注

文書はあるが、生産者

から承認を受けていな

い、もしくは双方の署

名がなされていない。

書面での売買契約書、

または注文書があり、

生産者から書面での承

認を受けている、もし

くは双方の署名がなさ

れている。
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Fresh Fruit 4.1.1 (SPO   4.1.0.04 ペイヤー Fresh Fruit, Banana C （ペイヤー）（バナナを含む生鮮果物、ただしワイ

ン用のぶどうを除く）

契約には、4.1.0.02 に加えて下記の事柄を含めるこ

と。

-operator's FLO ID number
- minimum volume to be purchased and delivered on a
weekly basis for perennial fruits and
on a seasonal basis for seasonal fruits and volume
projection for the duration of the contract
- description of how the system of orders will function
(when and how weekly/ signle orders
are confirmed)
- responsible party for product labelling
- rules for dead freight
- non-Fairtrade payment terms and price mechanism in
case of short falling sales and quality
problems for each product
- if applicable, a reference to additional or special
packing material and services and related costs not
included in the Fairtrade minimum price (e.g. for
"clusterbags" or "parafilm").

認証製品について、生

産者と、もしくは輸出

組織と締結した書面で

の売買契約書がない。

書面での売買契約書、

または注文書はある

が、それらの書類に不

備がある。

書面での不備のない売

買契約書、または注文

書はあるが、書面にて

サプライヤーから承認

を受けていない、もし

くは双方の署名がなさ

れていない。

書面での不備のない売

買契約書、または注文

書があり、書面にてサ

プライヤーから承認を

受けている、もしくは

双方の署名がなされて

いる。

Coffee 2.2.5 4.1.0.05 ペイヤー Coffee C （ペイヤー、コンベイヤー）（コーヒー）（通常よ

りも遅い納品スケジュールの要請を生産者・輸出組

織にした場合※収穫後の3か月以上）

認証事業者は、認証事業者は通常よりも遅い納品ス

ケジュールの要請をした場合、保管の費用、利息そ

して保険費用が認証事業者により支払われることを

保証しなければならない。その詳細は契約書に記載

されていること。

認証事業者が通常のより
も遅い納品スケジュール
を要請した場合、保管の
費用、利息そして保険費
用が払われていない、か
つ、その費用の詳細が売
買契約書に記載されてい
ない。

通常の場合よりも遅い納
品スケジュールの要請が
あった場合について、保
管の費用、利息そして保
険費用と、合意された費
用の詳細が売買契約書に
記載されている。

Coffee 2.2.3 4.1.0.06 ペイヤー Coffee C （ペイヤー）（コーヒー）（後決め価格契約のみに
適用）
認証事業者は、価格設定が販売側（生産者）の意見
に基づいて行われることを確実にすること。
収穫期間に、双方のリスクを管理する手段として生
産者とコンサルテーションが行われない限り、価格
を決定するためにストップ・ロス・オーダーを適用
してはいけない。

生産者と買い手の間で協
議することなく、ストッ
プ・ロス条項が適用され
ている。

生産者と買い手の間で協
議され、ストップ・ロス
条項が適用されている。
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Coffee 2.2.1 4.1.0.07 ペイヤー Coffee C （ペイヤー、コンベイヤー）（コーヒー）（生産者

組織とのジャン決め価格契約のみに適用）認証事業

者は、制生産者とのジャン決め価格契約に同意す

る。ジャン決め価格契約は、生産社からの要求が

あった場合に適用される。

認証事業者がジャン決め価格契約を締結するのは、

下記の条件に該当する場合に結ぶことができる。

a）決定価格での契約が有効でないオークションで

購入する場合

b) 販売者が認証コーヒーの在庫がある時に契約に署

名をする場合（例：即時運搬（購入契約に署名して

から3か月以内のもの）、もしくは、契約に署名す

る前に、プレ出荷の許可を得たもの）

c) 認証事業者と販売者の双方で書面によりその契約

に合意した場合で、またリスクマネジメントの戦略

として双方が合意した場合。

相互合意とリスクマネジメント戦略の詳細は、書面

で確認すること。最低限以下の項目が定められいる

こと

・共有されるコスト構造

・収穫結果に基づくソリューション

・生産者組織およびバイヤーの責任に関する条項

ｄ）ジャン決め価格契約が国の法規に反する場合

4 つの条件について、該
当しているという書面の
証拠がないにも関わら
ず、ジャン決め価格契約
が締結されている。

ジャン決め価格契約が適
用されるための４つの条
件のうち、一つの証拠が
ある。

Coffee 2.2.4 4.1.0.08 ペイヤー Coffee C （ペイヤー、コンベイヤー）（コーヒー）（仲介人

が利用された場合のみ適用）仲介人の利用が、販売

者と買い手との間の契約の中に明示されているこ

と。

（コーヒー）仲介人が

存在するという証拠は

あるが、販売者と買い

手の契約のなかに、そ

のことが明確に言及さ

れていない。

（コーヒー）仲介人を

介する売買契約書があ

り、そこには買い手と

売り手についての言及

がある。しかし、仲介

人と買い手、もしくは

仲介人と売り手の署名

しかされていない。

（コーヒー）売り手と

買い手の間に、売買契

約書が存在する。か

つ、仲介人について明

確に言及されている。

（コーヒー）三者間

（売り手、買い手、仲

介人）で署名した売買

契約書がある。

Coffee 2.2.4 4.1.0.09 ペイヤー Coffee C （ペイヤー、コンベイヤー）（コーヒー）（仲介人

が利用された場合のみ適用）

契約において、仲介人サービスの利用を要求した認

証事業者は、仲介人の手数料を支払うこと。

（コーヒー）仲介人の

手数料が、仲介人サー

ビスの利用を要求した

認証事業者によって支

払われていない。

（コーヒー）仲介人の

手数料が、仲介人サー

ビスの利用を要求した

認証事業者によって支

払われている。
Flowers and Plants 5.34.1.0.11 ペイヤー Flowers, Plants C （ペイヤー）（花および植物）

最終の発注は文書にて確認されること。

最終の発注が、文書に

て確認されていない。

最終の発注が、文書に

て確認されている

（例：メール）。

24/54 B-B07-S02 CC_監査確認項目_V3.12



NSF Checklist TC 8.30 EN-GB FLJ文書番号：B-B07-S02 V3.12
FLO-CERT GmbHPublic Compliance Criteria List - Trade Certification
Compliance Criteria

Reference CC N° Applicable for Product CC Type Compliance Criteria (日本語) Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5

Fresh Fruit  4.1.2 (SP    4.1.0.13 ペイヤー Oranges C （最初の購入者）（ジュース用オレンジ）
Contracts between producers and buyers additionally
include price to be paid and calculation used for defining
price for orange juice equivalent.
The contract mentions that the price calculation for
oranges for juice will be defined according to the yield,
as identified in the preliminary analysis report, and the
name of the responsible party paying the Fairtrade
Premium to producers.

（ジュース用オレン
ジ）生産者と買い手の
間の契約に、支払われ
る価格と、同等のオレ
ンジジュースの価格を
決定するために使用さ
れる計算が記載されて
いない。契約に、事前
分析報告で示される歩
留まりに従って、
ジュース、 ジュース用
オレンジの価格が決定
されることが記載され
ていない。

（ジュース用オレン

ジ）生産者と買い手の

間の契約には、支払わ

れる価格と、同等のオ

レンジジュースの価格

を決定するために使用

される計算を記載され

ている。契約は、事前

分析報告で示される歩

留まりに基づき、

ジュース用オレンジの

価格が決定されること

が記載されている。

Fresh Fruit 4.1.2 (SPO    4.1.0.14 ペイヤー Oranges C （最初の購入者）（ジュース用オレンジ）
利用できるのであれば、ジュース用オレンジの配送
ごとに事前分析報告書が、契約書に添付されなくて
はならない。加えて、その報告書は、果実の配送後
7日以内に生産者に提供されなくてはならない。

（ジュース用オレン

ジ）利用できるにも関

わらず、ジュース用オ

レンジの配送ごとに事

前分析報告書が、契約

書に添付されていな

い。加えて、その報告

書は、果実の配送後7日
以内に生産者に提供さ

れていない。

（ジュース用オレン

ジ）ジュース用オレン

ジの配送ごとに事前分

析報告書が、契約書に

添付されている。加え

て、その報告書は、果

実の配送後7日以内に生

産者に提供されてい

る。

4.1.6 4.1.0.25 ペイヤー ALL C （生産者からの最初の購入者）（契約書に記載され

てた数量を供給/購入することができない例外的な、

予測できない状況に至った場合に適用）

すみやかに供給者に通知し、解決策を積極的に探す

こと。

サプライヤー/買い手か

ら何も通知が無い。

通知はされたが、解決

策は立てられていな

い。

サプライヤー/買い手

に、口述で（会議のな

かで、もしくは電話

で）通知がされた。か

つ、契約の再交渉が行

われた、もしくは解決

策を積極的に探してい

る。

書面にてサプライヤー/
買い手から通知がされ

た、かつ、契約の再交

渉が行われた、もしく

は解決策を積極的に探

している。

4.1.8 4.1.0.26 ペイヤー, 製造・卸 All V (カカオには適用しない）認証事業者は、生産者に対

して長期的なコミットメントをするか、もしくは、

（供給者側が生産者と長期契約を結べるよう）供給

者と長期的なコミットメントをすること。

長期的なコミットメン

ト（二年以上）がされ

ていない。

二年以上の長期的なコ

ミットメントが、書面

で、生産者と、もしく

はサプライヤーと直接

されている。

ランク3に加え、継続的

に長期的なコミットメ

ントを履行している。
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4.1.9 4.1.0.27 ペイヤー ALL V （ペイヤー、コンベイヤー）

生産者、価格・プレミアムのペイヤー、コンベヤー

との間に、三者間契約を締結すること。もしくは、

コンベイヤーとフェアトレードペイヤーとの間で締

結した契約について、生産者と内容を共有するこ

と。

生産者、価格・プレミ

アム支払者、コンベ

ヤーとの間に、三者間

契約を締結していな

い。もしくは、輸出入

業者との契約につい

て、生産者と内容を共

有していない。

生産者、価格・プレミ

アム支払者、コンベ

ヤーとの間に、三者間

契約を締結している

が、三者全員の署名が

されていない、もしく

は、輸出入業者との契

約について、生産者と

内容を共有している。

生産者、価格・プレミ

アム支払者、コンベ

ヤーとの間に、三者間

契約を締結している。

かつ、全員の署名がさ

れている。

Cocoa 4.5.2 4.1.0.32 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa V (カカオ)複数年にわたるココアの調達に関する相互の

コミットメントに基づいて、 生産者との長期的な
パートナーシップを約束すること。また、プレミア
ムの活用について情報に基づいた意思決定を生産者
が行うために持続可能性な優先度についてコミュニ
ケーションをすること。.

長期的なコミットメント
はなく、持続可能性の優
先事項に関するコミュニ
ケーションなされていな
い。

3年間(またはそれ以上)
の期間の生産者との長
期的なコミットメント
についての書面があ
る。また、、持続可能
性に関す売る優先事項
に対して、定期的な意
見交換が行われてい
る。

ランク3 に加え、i生産者、
バイヤー、ブランドオーナー
を含む三者パートナーシッ
プ契約がある。

Cocoa 4.1.1 4.1.0.33 ペイヤー Cocoa C (カカオ)(ペイヤー、コンベイヤー)公式価格が国政府

によって設定されていない限り、、契約書にニュー

ヨーク(ICE FUTURES US)またはロンドン(ICE
FUTURES EUROPE)が市場価格の参照先として記載

されていること。

政府によって設定されてい
ない場合、市場価格に関す
る参照先がない。

契約に記載のない情報源
について合意された証拠が
ある。（メールなど）

Written agreement on
source of information in
countersigned purchase
contract.

4.1.7 4.1.0.34 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （生産者にトレーニングやその他の支援活動などの

サービスを提供する場合に適用される）料金を含む

すべての条件について事前に生産者と書面で同意す

ること。

事前が合意ない。およ

び/または、書面による

合意がない。および/ま
たは、手数料を含むす

べての合意すべき条件

が含まれていない。

料金を含むすべての契

約条件について、事前

に書面で合意に達した

ことを示す証拠があ

る。

4.1.7 4.1.0.35 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （生産者にトレーニングやその他の支援活動などの

サービスを提供する場合に適用される）生産者に

サービス（訓練やその他の支援活動など）や料金を

受け入れるよう圧力をかけたり、サービスの受け入

れを認証原料の購入条件にしない 。

生産者がサービスや料

金を受け入れるように

圧力をかけられている

という証拠、および/ま
たは、サービスの受け

入れが購入の条件で

あったという証拠が存

生産者がサービスや料

金を受け入れるように

圧力をかけられている

という証拠、および/ま
たは、サービスの受け

入れが購入の条件で

あったという証拠がな
Cocoa 4.1.3 4.1.0.36 ペイヤー, 製造・卸 ALL C （カカオ）カカオ製品をフェアトレードとして販売

する場合、必ず契約書に支払われるべきプレミアム
の金額、および該当する場合はオーガニック価格の
上乗せ分を、認証カカオの合意販売価格とは別に表
示させること。

売買契約にプレミアム

とオーガニックの上乗

せ分（該当する場合）

の金額が、個別に表示

されていない。

売買契約に、プレミア

ムおよびオーガニック

上乗せ分（該当する場

合）の内訳が、明確に

個々に表示されてい

る。
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Cocoa 4.1.4 4.1.0.37 ペイヤー Cocoa C （カカオ）（ペイヤー、コンベイヤー）（2019年10
月から適用）（生産者団体またはコンベヤーから有

機認証カカオ製品を購入する場合にのみ適用可能）

生産者組織（または該当する場合はコンベイヤー）

との購買契約において、支払うべき有機の上乗せ金

額を、価格とは別に明記すること。

売買契約にオーガニッ

ク上乗せ分の金額が表

示されていない。

売買契約に、オーガ

ニック上乗せ分（該当

する場合）の内訳が、

明確に表示されてい

る。

Coffee 4.1.1 4.1.0.39 ペイヤー Coffee C （ペイヤー）（コーヒー）購入時の契約において、
価格差となる優れた品質、国別の差額、有機の差額
(該当する場合)、フェアトレードプレミアムを明確
に示していること。

 プレミアム、オーガニック・
ディファレンシャル（該当す
る場合）の追加価格差が、
購入契約書に分けて記載
されていない。

 プレミアム、オーガニック・
ディファレンシャル（該当す
る場合）の追加価格差が、
購入契約書に分けて記載
されている。

Coffee 2.2.9 4.1.0.41 ペイヤー Coffee C (Payer, Conveyor) (Coffee) (For payers and conveyors
who were certified or have applied for Fairtrade
certification before 15 July 2021 only applicable to
contracts signed as of 15 January 2022) You sign a
purchase contract for Fairtrade coffee with the producer
or with the conveyor (if applicable). Contracts follow
national and industry regulations, and in addition
indicate: 

- Form or stage (green exportable coffee, parchment) in
which the coffee is purchased from the SPO (i.e.
change in ownership of the main product and any by-
product)
- Moisture content (percentage level) of coffee
purchased
- Detailed description of services delivered to the SPO
(if applicable)
- Price risk management strategy terms and conditions
(if applicable)

If you, as a buyer, are processing the coffee, you share
the post–milling report, including the yields and quality
specifications of the coffee, with the producer
organisation once available.

No written purchase
contract or purchase
order for Fairtrade
products with producer or
with Fairtrade conveyor
exists OR (if processing
coffee) post-milling report
not shared with producer
organization.

Written purchase contract
or purchase order exists
BUT is incomplete.

Written and complete
purchase contract or
purchase order exists
BUT is not confirmed by
producer/conveyor
(purchase order) or not
countersigned by both
parties (purchase
contract) AND (if
processing coffee) post-
milling report shared with
producer organization.

Written and complete
purchase contract or
purchase order exists
AND is confirmed in
writing by
producer/conveyor
(purchase order) or
countersigned by both
parties (purchase
contract) AND (if
processing coffee) post-
milling report shared with
producer organization.

Coffee 2.2.6 4.1.0.42 ペイヤー Coffee C (ペイヤー、コンベイヤー)(コーヒー)(FOBレベルで

生豆として輸出可能なコーヒーを購入しない場合に

のみ適用できる)
生産者との契約 (または該当する場合はコンベイ

ヤー) に、価格計算の詳細な内訳 (差引価格または追

加価格の明細、その値、および加工される場合の換

算レート) を記載するここと。

生産者組織またはコンベ
イヤーとの契約に、価格
計算の詳細な内訳が記載
されていない。

生産者組織またはコンベ
イヤーとの契約に、価格
計算の詳細な内訳が記載
されている。
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Coffee 4.1.2 4.1.0.43 ペイヤー Coffee C (ペイヤー、コンベイヤー) (コーヒー) (法律によりオークショ

ンを通過しなければならない場合のみ適用) 輸入者とし
て、輸出者が関連コストをカバーするための妥当なマージ
ンを輸出者と合意すること。

合理的なマージンに関する
取り決めがない。

合理的なマージンに関する
取り決めがある。

Tea (SPO) 4.1.1 &
Tea (HL) 5.3.1

4.1.0.44 ペイヤー tea C (ペイヤー、コンベイヤー) （茶） 販売請求書に該当

する「インスタントティー」/「有機インスタント

ティー」を明記し、明確性と透明性のために、市販

価格とフェアトレードプレミアムを別々の項目とし

て詳述すること。

インスタントティー／オーガ
ニックインスタントティーの
区別がなく、請求書にも製
品価格とフェアトレードプレ
ミアムが明記されていな
い。

請求書にインスタントティー
/有機インスタントティーの
表示と、製品価格とフェアト
レードプレミアムが明記さ
れている。

4.2 Price and Fairtrade Premium
FTS 4.2.1 & 4.2.2, Co  4.2.0.01 ペイヤー ALL M （ペイヤー、コンベイヤー）

少なくとも、関係する市場価格、または、価格デー

タベースによって決められたフェアトレード最低価

格のうち高額な方を、生産者（またはコンベイ

ヤー）に支払うこと。

フェアトレード最低価

格以下の、もしくは関

係する市場価格以下の

支払いがされている。

生産者から購入する製品
の価格は、適切なフェア
トレード最低価格（また
は市場価格）に基づいて
計算されているが、実際
に生産者に支払われる価
格は、現地市場価格以下
である。

フェアトレード最低価

格の支払いもしくは関

連する市場価格（どち

らか高額な方）が支払

われている。

4.2.1 4.2.0.02 ペイヤー ALL C （ペイヤー、コンベイヤー）

市場価格の情報源について、生産者と合意するこ

と。可能であれば、産品別基準で示されている市場

価格の参照を使用すること。

購入者と生産者間で、

市場価格の情報が共有

されていない。

市場価格の情報源が、

定期的に共有され合意

されている証拠書類

（メールなど）があ

る。

ランク3に加え、書面で

の市場価格の情報源に

ついて合意した双方の

署名のある売買契約、

もしくはサプライヤー

から承認を得ことを示
4.2.1 4.2.0.03 ペイヤー ALL C （ペイヤー、コンベイヤー）

もし認証原料（製品）に対して支払う価格が、関係

する市場価格から著しく逸脱している場合、理論的

根拠又は理由を提出することができる。

市場価格から著しく逸

脱している理論的根拠

又は理由を提出できな

い。

支払う価格が関係する

市場価格から著しく逸

脱していることについ

て、適切な理論的根拠

又は理由を提出できな

い。もしくは、生産者

から合意を得ていな

い。

支払う価格が関係する

市場価格から著しく逸

脱していることについ

て、理論的根拠又は理

由がサプライヤーに提

出されている（例：

メールなど）、かつ、

それは適切である。

サプライヤーに、双方

の署名がなされた売買

契約書、もしくは、サ

プライヤーから承認を

得た発注書に、理論的

根拠又は理由が記され

ている。かつ、それは

適切である。

4.2.2 4.2.0.04 ペイヤー ALL M （ペイヤー）

最低価格について、品質に対しての値引きをしては

ならない。フェアトレード最低価格は、文字通り最

低である。

フェアトレード最低価

格より支払が低い。

最低価格の支払いにつ

いて、品質に対しての

値引きがされている。

最低価格の支払い、か

つ、品質に対する値引

きがされていない。

最低価格の支払いか

つ、高品質のものに上

乗せの支払いがされて

いる。
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4.2.2 4.2.0.05 ペイヤー ALL C （ペイヤー）（フェアトレード価格の差異を計算す
る際、コンベイヤーに適用される）
新しいフェアトレード最低価格は、価格データベー
スで示されている適用日以降に締結される契約より
適用される。その日以前に締結された契約は、契約
書で決められた価格が尊重される。

価格データベースに示

された適用日以降に結

ばれた契約において、

新しいフェアトレード

最低価格が適用されて

いない。

新しいフェアトレード

最低価格が、価格デー

タベースに示されてた

適用日以降に結ばれた

いくつかの契約に適用

されているが、すべて

ではない。

新しいフェアトレード

最低価格が、価格デー

タベースに示された適

用日以降に結ばれたす

べての契約において適

用されている。

新しいフェアトレード

最低価格が、新しい価

格が公表された後、し

かし価格データベース

に示された適用日以前

に結ばれた契約のう

ち、いくつかの契約に

適用されている。

新しいフェアトレード

最低価格が、新しい価

格が公表された後、し

かし価格データベース

に示されている適用日

以前に結ばれた契約の

すべてに適用されてい

る。

4.2.3; 4.1.3 4.2.0.06 ペイヤー ALL C （ペイヤー）（フェアトレード価格の差異を計算す
る際、コンベイヤーに適用される）（ガーナまた
コートジボアールからカカオを購入する場合、オレ
ンジジュース用オレンジには適用されない）
購入しようとする価格に対し、フェアトレード最低
価格がサプライチェーンの中の異なるレベルで設定
されている場合（異なる製品形状、異なる取引条
件）、状況に応じてフェアトレード最低価格を調整
する。計算方法は透明性を持ち、かつ、実際のコス
トを反映させること。

フェアトレード最低価

格がサプライチェーン

の中の異なるレベルで

設定されているにも関

わらず、調整がまった

くされていない。

最低価格に関する調整

がされているが、計算

方法は透明性を持つも

のの、実際のコストが

反映されていない。

最低価格が調整されて

いる、かつ、計算方法

は透明性を持ち、実際

のコストを反映してい

る。

最低価格が調整されて

いる、かつ、計算方法

は透明性を持ち、実際

のコストを反映してい

る。さらに、計算方法

について、サプライ

ヤーと書面で（例：

メールにて）合意して

いる。

最低価格が調整されてい
る、かつ、計算方法は透
明性を持ち、実際のコス
トを反映している。さら
に、計算方法について、
双方の署名が入った購入
契約書、またはサプライ
ヤーに確認を受けた発注
書において合意してい
る。

4.2.3 4.2.0.07 ペイヤー ALL C （ペイヤー）（フェアトレード価格の差異を計算す

る際、コンベイヤーに適用される）(ガーナまたは

コートジボワールからのカカオを購入する際には適

用されない)
生産者がフェアトレード最低価格に含まれていない,
追加コストのかかる責任を有している場合（例：

パッキング）、フェアトレード最低価格を計算する

際にそれらのコストを考慮すること。

適用されるフェアトレード最低価格は、フェアト

レード最低価格に生産者が責任をもつコストを加え

たものになる。

最低価格を計算する際

に、生産者が追加コス

トのかかる責任を有し

ている場合、それらの

コストが考慮されてい

ない。

最低価格を計算する際

に、生産者が追加コス

トのかかる責任を有し

ている場合、それらの

コストが考慮されてい

る、しかし、計算方法

は計算方法は透明性を

持つものの、実際のコ

ストが反映されていな

い。

最低価格を計算する際

に、生産者が追加コス

トのかかる責任を有し

ている場合、それらの

コストが考慮されてい

る、なおかつ、計算方

法は計算方法は透明性

を持ち、実際のコスト

が反映されている。

最低価格を計算する際

に、生産者が追加コス

トのかかる責任を有し

ている場合、それらの

コストが考慮されてい

る、なおかつ、計算方

法は透明性を持ち、実

際のコストが反映され

ている。さらに、計算

方法は、サプライヤー

と書面で（例：メール

で）合意されている。

最低価格を計算する際

に、生産者が追加コス

トのかかる責任を有し

ている場合、それらの

コストが考慮されてい

る、なおかつ、計算方

法は、双方の署名がさ

れた購入契約書、また

はサプライヤーの承認

を受けた発注書におい

て合意されている。

4.2.4 4.2.0.08 ペイヤー ALL C （ペイヤー）（生産国内で販売するために生産者か

ら認証製品を購入する場合）(ガーナまたはコートジ

ボワールからのカカオを購入する際には適用されな

い)
少なくともEx Works条件のフェアトレード最低価格

を支払うこと(もし存在する場合)。FOB条件のフェ

アトレード最低価格しか存在しない場合、生産者が

販売するレベルでのフェアトレード最低価格を算出

するために、実際の輸送と輸出コストを価格から減

額することができる。

Ex Works条件のフェア

トレード最低価格以下

の支払いがされてい

る、または、FOB条件の

フェアトレード最低価

格の支払いであるが、

実際の輸送と輸出コス

トを価格から減額する

際の計算に透明性がな

く、実際のコストを反

映していない。

Ex Works条件のフェア

トレード最低価格での

支払い、もしくは、FOB
条件のフェアトレード

最低価格の支払いで、

実際の輸送と輸出コス

トを価格から減額する

際の計算が、透明性を

持ち実際のコストを反

映している。

ランク3に加え、認証製

品に付けられた価格

が、常に、適切なフェ

アトレード価格より上

回っている。
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4.2.5 & Cocoa 4.2.4 4.2.0.09 ペイヤー ALL C （ペイヤー）（生産者から加工された原料（製品）

を購入する場合で、フェアトレード最低価格の設定

が原産品しか存在せず、加工原料（製品）には設定

が無い場合）

加工された原料の価格を算出する際に、生産者の加

工コストと生産の歩留りを考慮すること。この価格

には、少なくともすべての認証原料（製品）のフェ

アトレード最低価格と加工コストが含まれているこ

と。

生産者の加工コストと

生産の歩留りが考慮さ

れていない、かつ、す

べての認証原料（製

品）の価格と加工コス

トの価格が、最低価格

を上回っていない。も

しくは加工された形状

のフェアトレード最低

価格が適用されていな

い。

生産者の加工コストと

生産の歩留りが考慮さ

れている、かつ、すべ

ての認証原料（製品）

の価格と加工コストの

価格が最低価格を上

回っている、もしく

は、加工された形状の

正しいフェアトレード

最低価格が適用されて

いる（該当する場

合）。

ランク3と、生産者の加

工コストと生産の歩留

りが考慮されている、

かつ、すべての認証原

料（製品）の価格と加

工コストの価格が最低

価格を上回っている。

さらに、計算方法につ

いて双方の署名がなさ

れた購入契約におい

て、もしくはサプライ

ヤーの承認を受けた発

注書において合意がな
Nuts 4.3.6 4.2.0.12 ペイヤー Cashew Nuts from

Africa
C （ペイヤー）（生産国での最初の購入者）（アフリ

カ産のカシューナッツ）（フェアトレード最低価格

が、市場価格より高い場合に適用）

買い手は購入したナッツの80%以上に対して、フェ

アトレード最低価格を支払うこと。その残りの量

（フェアトレードとして購入した合計量のうち最大

でも20%）は、市場価格で取引してもよい。80％以

上のナッツ（あるいは、そこからとれる種子）を

フェアトレード認証製品として売る場合、フェアト

レード最低価格と市場価格の差を、フェアトレード

として販売された数量に応じて、生産者に支払うこ

と。

いいえ はい

Nuts 4.3.6 4.2.0.13 ペイヤー Cashew Nuts from
Africa

C （ペイヤー）（アフリカ産のカシューナッツ）

生のカシューナッツを輸入する場合、フェアトレー

ド最低価格、もしくは市場価格のうち高い方を支払

うこと。また、購入した生のカシュ―ナッツのすべ

てに対し、プレミアムを支払わなくてはならない。

さらに、フェアトレードとして販売された種子の輸

送や加工コストが差し引かれたFOB相当価格が、支

払われる生のカシューナッツのフェアトレード最低

価格のより高くなる場合、その差額を生産者に支払

うこと。

いいえ はい

4.2.7; 4.1.3 4.2.0.16 ペイヤー ALL M （ペイヤー）
認証事業者は、関係する生産者（もしくは、コンベ
イヤー、該当する場合にはフェアトレードプレミア
ム委員会）に、購入した認証原料（製品）の価格に
上乗せして、フェアトレード価格リストで定められ
たフェアトレードプレミアムを支払うこと。プレミ
アムはいかなる値引きをしてはならない。

フェアトレードプレミ

アムの支払いがされて

いない。または、プレ

ミアムの支払いが認証

が取消されたサプライ

ヤーに支払われてい

る。

フェアトレードプレミ

アムの支払いが不十分

である。

フェアトレードプレミ

アムの支払いが完全に

されている。

設定価格より高額の

フェアトレードプレミ

アムの支払いが、完全

にされている。
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4.2.9 4.2.0.19 ペイヤー ALL C （ペイヤー）

生産者から加工原料（製品）を購入する場合で、

個々の原料のプレミアムしか決められていない場

合、適用されるプレミアムはすべての認証原料のプ

レミアムの合計になる。

フェアトレードプレミ

アムの支払いが、すべ

ての認証原料のプレミ

アムの合計になってい

ない。

フェアトレードプレミ

アムの支払いが、すべ

ての認証原料のプレミ

アムの合計になってい

る。

Nuts 4.3.6 4.2.0.20 ペイヤー Cashew Nuts from
Africa

C （ペイヤー）（生産国内での、生産者からの最初の

購入者）（アフリカ産のカシューナッツ）

認証事業者は、フェアトレードプレミアムを支払う

にあたって、その額がナッツの購入量の80%以下で

あってはならない。もし、80％以上のナッツ（また

はそこからとれる種）をフェアトレード製品として

販売する場合、販売するフェアトレード製品の量に

応じて、フェアトレードプレミアムを生産者に支払

うこと。

いいえ はい

Fresh Fruit 4.2.3 (SPO    4.2.0.21 ペイヤー Oranges C （ペイヤー）（ジュース用オレンジ、オレンジ

ジュース）

FOBの場合のオレンジジュースのフェアトレードプ

レミアムは、生産者組織がジュース用オレンジを販

売するときのフェアトレードプレミアムが適用され

る。フェアトレードプレミアムは、製造業者や輸出

業者が販売するオレンジジュースの合計量に基づい

て、生産者組織に、FOBのオレンジジュースとして

支払われること。

いいえ はい

Prepared and preserv     4.2.0.26 ペイヤー Dried Fruit C （ペイヤー）（契約生産組織から調達された、有機

と一般の乾燥アプリコットのみに適用）

Ex Worksレベルの価格は、プロモーション組織に払

われる、認証にかかるコスト（一般生産で1kgあた

り0.01英ポンド、有機生産で1kgあたり0.03英ポン

ド）を含むこと。

認証にかかるコストは、各生産者に払われる価格か

ら差し引かれること。すなわち、フェアトレード最

低価格、もしくは市場価格の高額な方から、差し引

かれること。

いいえ はい
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Nuts 4.3.2 4.2.0.27 ペイヤー Nuts C （ペイヤー）（パキスタンの契約生産組織から調達

された、アーモンド、アプリコットの種、くるみに

のみ適用）EX Worksレベルの価格は、プロモーショ

ン組織に払われる認証コスト（コンベンショナル

1kgあたり0.01英ポンド、有機で1kgあたり0.03英ポ

ンド）を含むこと。

認証にかかるコストは、各生産者に払われる価格か

ら差し引かれること。すなわち、フェアトレード最

低価格、もしくは市場価格の高額な方から、差し引

かれること。

いいえ はい

Cane sugar 4.4.4 4.2.0.32 ペイヤー Sugar C (Payer) (Cane sugar) (Applicable when payment of
premium is
made to multiple producers supplying the same mill.) You
pay
the premium according to the information provided by

Premium is not paid. Premium payment is
made but not according to
the information provided.

Premium payment is
made according to the
information provided.

RANK 3 AND the
company proactively
requests the necessary
information if not direclty
provided by the

Product Standards 4.2.0.33 ペイヤー All M （ペイヤー）セカンダリープロダクトとその派生品

の価格が取り決められ、加えて決定価格の15％がプ

レミアムとして支払われいること。

オレンジジュースのセカンダリープロダクトは、交

渉価格の10％がプレアミアムとして追加で支払われ

ていること。

いいえ はい

4.2.1 4.2.0.34 ペイヤー ALL M (ペイヤー)二次製品(主製品に加えて生産プロセスか

ら出てくる製品)とそのデリバティブの価格は、交渉

によって決定する。フェアトレードプレミアムは交

渉価格の15%が追加で支払われること。オレンジ

ジュースの二次製品(オレンジジュース)に対して

は、交渉価格の10%のフェアトレードプレミアムが

追加で支払われる。

いいえ はい

Cocoa 4.2.2 & 4.2.3 4.2.0.35 ペイヤー Cocoa C (ペイヤー、コンベイヤー)(カカオ)(ガーナおよび

コートジボワールからの購入する際に適用)市場基準

価格(CocobodまたはCCC)がフェアトレード最低価

格を下回っている場合、フェアトレード最低価格と

市場価格基準(コンベイヤーの場合はペイヤーから受

け取った場合)の差額を生産者、またはコンベイヤー

（該当する場合)に支払う。

No payment of price
differential in case the
Fairtrade Minimum Price
is higher OR price
differential deducted from
Fairtrade Premium

Payment of price
differential in case the
Fairtrade Minimum Price
is higher AND no
deduction from payment
of Fairtrade Premium
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Cocoa 4.2.5 4.2.0.37 ペイヤー Cocoa C (カカオ) (ペイヤー) (2019年10月より適用される) (生
産者組織から中間製品を購入する場合にのみ適用さ

れる) You negotiate the price of the semi-processed
product with the producer. This negotiated price is
based on, at least, the cocoa beans reference values of
USD 2150/MT (for conventional) and USD 2450/MT
(for organic) at producers’ level plus all relevant
processing costs. The Fairtrade Minimum Price is
calculated using the average processing yield calculated
by the producer. It is only if this information is not
available to the producer that the processing yields from
beans in 4.2.6 (Cocoa product standard) apply.

Negotiated price is below
cocoa beans reference
values of USD 2150/MT
(for conventional) and
USD 2450/MT (for
organic) at producers'
level plus all relevant
processing costs (using
average processing yield
calculated by the
producer)

Negotiated price is based
on cocoa beans
reference values of USD
2150/MT (for
conventional) and USD
2450/MT (for organic) at
producers' level plus all
relevant processing costs
(using average
processing yield
calculated by the
producer)

Negotiated price is a
above cocoa beans
reference values of USD
2150/MT (for
conventional) and USD
2450/MT (for organic) at
producers' level plus all
relevant processing costs
(using average
processing yield
calculated by the
producer)

Cocoa 4.2.6 4.2.0.38 ペイヤー Cocoa C (カカオ) (ペイヤー) (2019年10月より適用される) (生
産者組織から中間製品を購入する場合にのみ適用さ

れる)
 You pay a Fairtrade Premium which is derived from the
average processing yield calculated by the producer.
Only if this information is not available to the producer,
the rules as per 4.2.6 (Cocoa product standard) apply.

Fairtrade Premium paid is
below calculated average
processing yield OR
below figures as per 4.2.6
(Cocoa product standard)

Fairtrade Premium paid is
based on calculated
average processing yield
OR based on figures as
per 4.2.6 (Cocoa product
standard)

FLOCERT Requireme4.2.0.39 ペイヤー Cotton C (ペイヤー、コンベイヤー)(コットン)(インド)（フェ

アトレードオーガニックコットンのパイロットに参

加している場合に適用)
You pay the organic differential of 0.03 EUR/kg (2.50
INR/kg of seed cotton) and you specify the organic
differential in the purchase contract with your supplier.

いいえ はい

Coffee 2.2.6 4.2.0.40 ペイヤー Coffee C (ペイヤー、コンベイヤー)(コーヒー)(FOBレベルで

輸出可能な生豆を購入しない場合にのみ適応される)
フェアトレード最低価格に含まれるコストのみを差

し引きできる。フェアトレードプレミアムからの割

引はできない。FIが発行する一般的なガイダンスを

参照すること。

Deduction of costs which
are not included in the
Fairtrade Minimum Price
AND/OR discounts made
on the Fairtrade Premium

Deduction of costs which
are included in the
Fairtrade Minimum Price
AND no discounts made
on the Fairtrade Premium

33/54 B-B07-S02 CC_監査確認項目_V3.12



NSF Checklist TC 8.30 EN-GB FLJ文書番号：B-B07-S02 V3.12
FLO-CERT GmbHPublic Compliance Criteria List - Trade Certification
Compliance Criteria

Reference CC N° Applicable for Product CC Type Compliance Criteria (日本語) Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5

Coffee 4.1.1 4.2.0.41 ペイヤー Coffee C (ペイヤー、コンベイヤー)(コーヒー)コーヒーの市場
価格がフェアトレード最低価格よりも高い場合、ト
レーダーと生産者は、以下の市場価格の参照先を使
用して、コーヒーの価格を合意すること。
NYC(アラビカ)またはロンドンRC(ロブスタ)プラス

prevailing differential。参照市場価格は、フェアト
レードの最低価格を下回ることは決してない。
prevailing differentialとは、その国・グレードのコー
ヒー豆の主要市場における平均的な価格差または幅
を指す。生産者と買付者は、非認証コーヒーの主な
市場における differentialを基準に、実際の品質、出

荷時期、物流、リスク、入手可能性を考慮して

differentialを合意する。マイナス差は、フェアトレー
ド最低価格には適用できない。
オーガニックdifferential とフェアトレードプレミア
ムは、フェアトレード最低価格・プレミアム表で定
義されているレベルを下回ることは決してない。
フェアトレードプレミアムとオーガニックディファ
レンシャル(オーガニックコーヒーの場合）は契約に

おいて価格に追加されるが、prevailing differential.か
ら明確に分離され、その価値に関わらず交渉の対象
とはならない。
従い、フェアトレードコーヒー価格は以下のように
決定される；
参照市場価格(NYC(アラビカ)またはロンドンRC(ロ
ブスタ)プラスprevailing differentialまたはフェアト

レードの最低価格(どちらが高い方)に加えて、フェ

アトレードオーガニックディファレンシャル(オーガ

ニックコーヒーの場合)とフェアトレードプレミアム

NYC(アラビカ)またはロンド
ンRC(ロブスタ)以外の他の
参照の使用している。かつ
/または、合意された価格
は最低価格より低い、かつ
/または、プレミアム、オー
ガニックディファレンシャル
（該当する場合）の内訳が
ない。

市場価格の正しい参照が
使用されている、かつ最
低価格を下回る価格での
契約がない、かつプレミ
アム、オーガニックディ
ファレンシャル（該当す
る場合）の内訳がなされ
ている。

4.3 Timely Payment
Cane Sugar 4.3.2, 4.1          4.3.0.02 ペイヤー Sugar, Cocoa, Coffee,

Honey
C （ペイヤー）認証事業者は、認証原料（製品）に対

して、生産者（該当する場合にはコンベイヤー）

に、プレミアム、有機に適用される上乗せ分（該当

する場合）、認証原料の価格差（該当する場合）を

タイムリーに支払うこと。また、以下の条件を満た

すこと。

- （さとうきび、はちみつ）所有権の移行を示す書

類の受領後、30日（カレンダーデー）以内

- （レトロ認証の砂糖）（フェアトレードプレミア

ム）生産者と四半期毎の支払について合意されてい

ない場合、フェアトレードペイヤーがレトロ認証の

詳細を生産者に通知した後、30日（カレンダー

デー）以内。

- （カカオ、コーヒー）所有権の移行を示す書類の

受領後、15日（カレンダーデー）以内

規定された期限内に支

払がない。

規定された期限内に支
払われた。しかし、
10％以上の割合で基準
を逸脱した支払いがあ
る、もしくは基準で定
められた期間の2倍以上
遅れている支払いがあ
る。

規定された期限内に支
払われたが、10％以下
の割合で、基準を逸脱
した支払いがある、ま
たは、基準で定められ
た期間の2倍以上遅れて
いる支払いがない。

規定された期限内に、

すべての取り引きにつ

いて支払いがなされ

た。

すべての取り引きにお

いて、フェアトレード

認証製品の受け取り、

もしくは所有権移行書

類受領のどちらか早い

方がなされたあと、す

ぐに支払いが行われ

た。
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Tea 4.1.1, 4.3.3, 4.3.44.3.0.03 ペイヤー Tea C （ペイヤー）（茶）

認証事業者は、認証原料（製品）に対して、生産者

（該当する場合にはコンベイヤー）に、価格、且つ/
またはフェアトレードプレミアムをタイムリーに支

払うこと。また、以下の条件を満たすこと。

- 所有権の移行を示す標準的な書類の受領後、30日
(カレンダーデー）以内。契約書に規定され、茶の取

引において慣習となっている書類を提示すること。

- （フェアトレードプレミアム）生産者と合意した

場合、請求書を受領した、もしくはレトロ認証事前

通知書を確認した月の翌月末まで。

規定された期限内に支

払がない。

規定された期限内に支
払われた。しかし、
10％以上の割合で基準
を逸脱した支払いがあ
る、もしくは基準で定
められた期間の2倍以上
遅れている支払いがあ
る。

規定された期限内に支
払われたが、10％以下
の割合で、基準を逸脱
した支払いがある、ま
たは、基準で定められ
た期間の2倍以上遅れて
いる支払いがない。

規定された期限内に、

すべての取り引きにつ

いて支払いがなされ

た。

すべての取り引きにお

いて、フェアトレード

認証製品の受け取り、

もしくは所有権移行書

類受領のどちらか早い

方がなされたあと、す

ぐに支払いが行われ

た。

Fresh Fruit(SPO) 4.3.                     4.3.0.05 ペイヤー Banana, Dried Fruit,
Fresh Fruit, Fruit Juice,
Wine grapes

C （ペイヤー）認証事業者は、認証原料（製品）に対

して、生産者（該当する場合にはコンベイヤー）

に、価格、かつ/またはフェアトレードプレミアムを

タイムリーに支払うこと。また、以下の条件を満た

すこと。

-（生鮮果物 FOB、ただし ワイン用ぶどうを除く）

仕向港での出荷リリース後15日（カレンダーデー）

以内。

- （農場出荷の生鮮果物、ただしワイン用ぶどう、

ジュース用のオレンジを除く）国内法規がこれより

短い支払期間を要求しない場合、製品が納品されて

から15日（カレンダーデー）以内

- （ワイン用ぶどう）（価格）産業規制に従ってい

る生産者から購入した、加工済、あるいは未加工の

ワイン用ぶどうを購入して、６ケ月以内

- （ワイン用ぶどう）（フェアトレードプレミア

ム）生産者から購入した、加工済あるいは未加工の

ワイン用ぶどうを購入して、60日（カレンダー

デー）以内

- （ドライフルーツ）輸入業者が了承した場合、荷

着港の検査が終わってから7日（カレンダーデー）

以内

-（FOBのフルーツジュース、パルプ、ピューレ）荷

主が変更された書類を受け取った後、30日（カレン

ダーデー）以内

- (EXW/ファームゲートでのフルーツジュース/パル

プ/ピューレ）製品受領時

規定された期限内に支

払がない。

規定された期限内に支
払われた。しかし、
10％以上の割合で基準
を逸脱した支払いがあ
る、もしくは基準で定
められた期間の2倍以上
遅れている支払いがあ
る。

規定された期限内に支
払われたが、10％以下
の割合で、基準を逸脱
した支払いがある、、
基準で定められた期間
の2倍以上遅れている支
払いがない。

規定された期限内に、

すべての取り引きにつ

いて支払いがなされ

た。

すべての取り引きにお

いて、フェアトレード

認証製品の受け取り、

もしくは所有権移行書

類受領のどちらか早い

方がなされたあと、す

ぐに支払いが行われ

た。
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Sports balls 5.5.6; He                      4.3.0.06 ペイヤー Cereals, Cotton,
Flowers, Plants, Herbs &
Herbal Teas & Spices,
Nuts, Oilseeds and
Oleaginous fruit, Sports
Balls

C （ペイヤー）認証事業者は、フェアトレード認証商

品に対して、生産者に（該当する場合にはコンベイ

ヤーに）、価格、かつ/またはフェアトレードプレミ

アムをタイムリーに支払うこと。また、以下の条件

を満たすこと。

―（ExWorksの米、コットン、ハーブ、ハーブ

ティーと香辛料、ナッツ、オイルシード）製品を受

け取ったとき。

―（FOBのナッツ、オイルシード、果物、ハーブ、

ハーブティーと香辛料）荷主が変更された書類を受

け取った後、15日（カレンダーデー）以内

- （スポーツボール、キヌア）所有権の移行を示す

書類を受け取った後、30日（カレンダーデー）以内

- （アフリカ産生のカシューナッツ）生産品を受け

取ってから30日(カレンダーデー）以内

-- （花と植物）　所有権の移行を示す書類受領後30
日（カレンダーデー）以内。

規定された期限内に支

払がない。

規定された期限内に支
払われた。しかし、
10％以上の割合で基準
を逸脱した支払いがあ
る、もしくは基準で定
められた期間の2倍以上
遅れている支払いがあ
る。

規定された期限内に支
払われたが、10％以下
の割合で、基準を逸脱
した支払いがある、ま
たは、、基準で定めら
れた期間の2倍以上遅れ
ている支払いがない。

規定された期限内に、

すべての取り引きにつ

いて支払いがなされ

た。

すべての取り引きにお

いて、フェアトレード

認証製品の受け取り、

もしくは所有権移行書

類受領のどちらか早い

方がなされたあと、す

ぐに支払いが行われ

た。

Coffee 4.2.3 4.3.0.10 ペイヤー Coffee C （ペイヤーとコンベイヤー）（コーヒー）（国際

フェアトレード基準で定められた支払期日を過ぎた

場合にのみ適用）

認証事業者は、遅くても支払日の一週間前までに、

契約書で定められたフェアトレード支払日より遅れ

る可能性があることを、速やかに知らせること。

いいえ はい

Coffee 2.2.2 4.3.0.19 ペイヤー Coffee C （ペイヤー、コンベイヤー）（コーヒー）（後決め

価格契約に適用）

売り手が収穫時期が始まる前に価格を決定したい場

合、買い手との合意のもと価格は定められる。買い

手と売り手、双方で、リスク管理についても合意し

ていること。相互の合意事項やリスク管理対応の詳

細はあらかじめ文書で確認されていること。

価格が売り手によって

決定される後決め価格

契約で、収穫期前に価

格が決定される場合、

買い手との合意が無

い、かつ、リスク管理

についても合意してい

ない。

価格が売り手によって

決定される後決め価格

契約で、収穫期前に価

格が決定される場合、

買い手との書面での合

意がなされている、か

つ、リスク管理につい

ても合意がなされてい

る。

Coffee 2.2.2 4.3.0.20 ペイヤー Coffee C （ペイヤー、コンベイヤー）（コーヒー）

ジャン決め価格契約の場合、価格は一収穫期間より

長い間固定されてはならない。

価格が、一収穫期間よ

り長い間固定されてい

る。

価格が、一収穫期間分

のみ固定されている。

価格が、1回の売買契約

分固のみ固定されてい

る。
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Coffee 4.1.4 4.3.0.21 ペイヤー Coffee C （ペイヤー、コンベイヤー）（コーヒー）

フェアトレードプレミアムは、製品の価格（”C”価格

に価格差を追加あるいは差し引いた価格、または

フェアトレード最低価格のいずれかの高い方）に加

えて支払われている。フェアトレードプレミアムの

量は、価格差に取り込まれるものではない。

製品の価格に上乗せし

てプレミアムが支払わ

れていない。または/か
つ、合意された価格差

に含まれていいる。

フェアトレードプレミ

アムの追加価格が明確

に製品代金と区別さ

れ、製品代金に上乗せ

して支払われている。

プレミアムの追加価格

が、売買契約に以下の

ように明確に区別され

ている：

市場価格またはフェア

トレード最低価格（ど

ちらか高額な方）＋

フェアトレードプレミ

アム＋オーガニック

（該当する場合）

Tea 2.1.4 HL 4.3.0.22 ペイヤー Tea C （ペイヤー、コンベイヤー）（茶）（カメリアのコ

ンベンショナル・有機の茶でCTC生産されたもの、

HL茶園から調達された、オーソドックス製法ででき

たダストやファニング、およびこれらの茶から派生

した、Hired Labourセットアップで作られたインス

タントティーのみに適用)）
サステナブルマージンが生産者から別々に請求され

た場合、認証事業者は、フェアトレードプレミアム

の支払いを二つに分割すること　（80％をフェアト

レードプレミアム委員会に、20％をフェアトレード

のサステナビリティマージンとして茶園に払うこ

と）

また、この分割について明確に書類に示すこと。

生産者から分割した請

求書を受領しているに

もかかわらず、プレミ

アムの支払いが分割さ

れていない。

プレミアムの支払いに

ついて、一部の状況に

おいてのみ、80％を

フェアトレードプレミ

アム委員会に、20％を

フェアトレードのサス

テナビリティマージン

として茶園に払ってい

る。

また、この分割につい

て、明確に書類に示し

ていない。

プレミアムの支払いに

ついて、80％をフェア

トレードプレミアム委

員会に、20％をフェア

トレードのサステナビ

リティマージンとして

茶園に払っている。

また、この分割につい

て、明確に書類に示さ

れている。

Sports Balls 5.5.3 4.3.0.23 ペイヤー Sports Balls C （ペイヤー）（スポーツボール）

認証事業者は、生産者からの請求があれば、

Compliance Costs Compensation（適合のための経費

の補填）として製品交渉価格の5％を上限に追加料

金を支払うこと。

生産者からCompliance
Costs Compensation（適

合のための経費の補

填）の要求があるにも

かかわらず、追加料金

Compliance Costs
Compensation（適合の

ための経費の補填）と

して、製品交渉価格の

５％を上限に追加料金
Fresh fruits (SPO)  4.   4.3.0.26 ペイヤー Fresh Fruits C （ペイヤー）（生鮮果物）生産者が同意する場合、

各月の末日から15日(カレンダーデー）以内にカレン

ダー月の支払いを行うこと。

生産者と合意された書

面がない。

生産者との合意された

書面はあるが、商品代

金とプレミアムの支払

いが、月末より15日
（カレンダーデー）以

内になされていない。

生産者との合意された

書面があり、商品代金

とプレミアムの支払い

は、月末より15日（カ

レンダーデー）以内に

なされている。

4.4 Access to Finance
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4.4.1, Cane sugar
4.6.1, Sports balls
5.4, Fresh fruit
(SPO) 4.4.1, Fresh
fruit (HL) 5.3.1,
Fresh vegetables
(HL) 5.3, Flowers
and plants 5.3, Tea
(HL) 5.2.1.

4.4.0.01 ペイヤー All M （生産者からの最初の購入者）（さとうきび糖、ス

ポーツボール、ワイン用ぶどうを除く生産果物、生

産野菜（HL）、花と植物には適用しない）

認証事業者は、フェアトレード契約の支払いに関し

前払いを提供すること。または、第三者機関を通し

てなされるようにアレンジすること。

これは、生産者組織がメンバーから購入できること

を可能にするためである。

しかし、以下の場合は、本要求事項に従わなくても

よい

―ハイリスクが証明されている（例：契約の不履行

のリスク、不払いのリスク、重要な品質問題のリス

ク）

―生産者がこの前払いを検証可能な方法で辞退して

いる

―認証事業者が業務を行っている国において法的に

認められてない

前払いがされていな

い、もしくは、第三者

機関を通すようにアレ

ンジされていない。

前払いがされている、

もしくは、第三者機関

を通すようにアレンジ

されている。しかし、

前払いの価格が、生産

者組織が要求したもの

より低い。

前払いがされている、も
しくは、第三者機関を通
すようにアレンジされて
いる。かつ、前払いの価
格が、国際フェアトレー
ド基準に基づいている。

または、生産差が高リス
クであることが証明され
ている、または生産者が
前払いを辞退した、また
は前払いが法律上認めら
れていない。

すべてのフェアトレー

ド取引において、前払

いが積極的にされてい

る、もしくは、第三者

機関を通すようにアレ

ンジされている。か

つ、前払いの価格が、

国際フェアトレード基

準に基づいている。

フェアトレード取引ご

とに、前払いが積極的

にされている、もしく

は、第三者機関を通す

ようにアレンジされて

いる。かつ、前払いの

価格が、契約で定めら

た額ととおなじであ

る。

4.4.1 4.4.0.02 ペイヤー All M （生産者からの最初の購入者）（さとうきび糖、ス
ポーツボール、ワイン用ぶどうを除く生鮮果物、生
鮮野菜（HL）、花と植物、茶（HL）には適用しな
い）
認証事業者は、生産者に、前払いの申し出を辞退す
るように圧力をかけてはいけない。例えば、生産者
が前払いの申し出を辞退する事を、契約を締結する
条件にしてはならない。

生産者が、前払いの申

し出を辞退するように

圧力をかけられたとい

う証拠がある。

生産者が、前払いの申

し出を辞退するように

圧力をかけられたとい

う証拠がない。

4.4.2, Coffee 4.3.1 4.4.0.03 ペイヤー All C （生産者からの最初の購入者）（さとうきび糖、ス
ポーツボール、ワイン用ぶどうを除く生産果物、生
鮮野菜（HL）、花と植物、茶（HL）には適用しな
い）
認証事業者が、直接前払いを行う場合、その認証事
業者と生産者は、次の事項について書面により合意
すること。
―産品別基準にて定められた前払いの額（最低でも

契約価格の60％、SPOから購入した生鮮野菜の場合

は最低40％以上、カカオの場合は最低割合を取り決
めていない）
―産品別基準に沿った前払いの期間

―金利の負担（該当する場合）

―その他の負担（該当する場合）

―品質問題又は製品の未出荷の場合の結果

前払いについて、書面

による合意が無い。

前払いについて、書面

による合意があるが、

不備がある。

前払いについて、書面

による合意がある。

前払いについて、完全

な書面による合意があ

る。かつ、現地の貸金

業者よりも良い条件で

ある。または、前払い

が産品基準のベストプ

ラクティスガイダンス

に沿って提供された。
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4.4.2, Coffee 4.3.1
and Product
standard clauses on
Prefinance

4.4.0.04 ペイヤー All C （生産者からの最初の購入者）（さとうきび糖、ス
ポーツボール、ワイン用ぶどうを除く生鮮果物、生
鮮野菜（HL）、花と植物、茶（HL）には適用しな
い）
前払いは、実際に入手できるようになっているこ
と。また、生産者になるべく早く提供されること。
以下の産品については、遅くとも、以下に定められ
た期日以内になされること。
―（コーヒー）製品出荷の８週間前まで

―（豆類、蜂蜜、カカオ、ナッツ、シリアル、加工
果物と野菜、繊維、ハーブとハーブティー、オイル
シードと油性果物、さとうきび、茶, わいん用のぶ
どう）製品出荷６週間前
―（ドライフルーツの未決済契約の場合）四半期、

あるいは月の初めの2週間前

前払いが、規定された

期間よりも遅くに払わ

れている。

前払いが、規定された

期間内に払われてい

る。

前払いが、契約書に署

名をしたすぐ後に支払

われている（規定され

た期間内）。または、

または、前払いが産品

基準のベストプラク

ティスガイダンスに

沿って提供された。

4.4.3 4.4.0.05 ペイヤー All C （生産者からの最初の購入者）（さとうきび糖、ス
ポーツボール、ワイン用ぶどうを除く生鮮果物、生
鮮野菜（HL）、花と植物、茶（HL）には適用しな
い）
生産者からの購買者が第三者の貸し手を経由して前
払いのサポートをする場合、購買者は効率的なサ
ポートを達成するために以下に示すような必要な行
動をすべて行うこと：
―生産者のために貸し手に身元保証を行う

―フェアトレードの契約が有効で、その契約が生産
者に前払いを提供することの担保として使用可能で
あることを裏付ける
―どのように契約の支払いがなされるか（生産者
か、第三者の貸し手のいずれか）生産者と合意する

効率的なサポートを達

成するための行動が、

なにも取られていな

い。

効率的なサポートを達

成するための行動が取

られたが、不適切であ

る。

効率的なサポートを達

成するための行動がす

べて取られた。

効率的なサポートを達

成するための行動がす

べて取られた。かつ、

購買者、生産者組織、

第三の貸金業者との三

者間の間に書面での合

意がある。

効率的なサポートを達

成するための行動がす

べて取られた。かつ、

購買者、生産者組織、

第三の貸金業者との三

者間の間に書面での合

意がある。さらに、合

意書には三者の署名が

されている。

4.4.4 4.4.0.09 ペイヤー Banana, Cereals,
Cocoa, Coffee, Cotton,
Dried Fruit, Dried
Vegetables, Fruit Juice,
Gold & Precious Metals,
Herbs & Herbal Teas &
Spices, Honey, Nuts,
Oilseeds and

V （生産者からの最初の購入者）（さとうきび糖、ス

ポーツボール、野菜（根菜を含むが、豆類は除

外）、ワイン用ぶどうを除く生産果物、生産野菜

（HL）、花と植物には適用しない）

金利ゼロの前払いを提供するか、あるいはそのサ

ポートをする。

前払いは市場の金利、

またはそれより高い金

利で提供された。

先払いは市場価格より

低いが、ゼロよりは高

い金利で提供された。

先払いは金利ゼロで提

供された。
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4.4.5 4.4.0.10 ペイヤー, 製造・卸 ALL V すべての認証事業者は、直接又は第三者機関を通じ

て、（契約上の前払いではない季節的、収穫又は現

物支給又は他のタイプの）信用取引（クレジット）

か、あるいは生産者の資金の必要性に応えるための

投資のための貸付（ローン）へのアクセスを、以下

の条件において提供するかサポートをする。

- 生産者によって資金の必要性が定められなくては

ならない

- 生産者と合意し、クレジットやローンの支払い条

件(金額、期限、返済の1回目、金利負担を含む)に関

し、透明性のある書類を作成する

信用取引（クレジッ

ト）か、貸付（ロー

ン）へのアクセスが、

提供もしくはサポート

されていない。

信用取引（クレジッ

ト）か、貸付（ロー

ン）へのアクセスが、

提供もしくはサポート

されている。しかし、

規定や条件が不透明で

ある。

信用取引（クレジッ

ト）か、貸付（ロー

ン）へのアクセスが、

提供もしくはサポート

されている。かつ、規

定や条件が透明性を持

ち、書面により合意し

ている。

信用取引（クレジッ

ト）か、貸付（ロー

ン）へのアクセスが、

提供もしくはサポート

されている。かつ、規

定や条件が透明性を持

ち、書面により合意し

ている。さらに、規定

や条件が、現地の貸金

業者より良い。

Tea (HL) 5.2.1 4.4.0.11 ペイヤー Tea C (初めの購入者）（HLから調達された茶）
前払いは要求されていない。前払いを行う場合は、生産者
と条件を交渉し、契約書に事前プレファイナンスの仕組み
を盛り込むこと。プレファイナンスを提供する場合、交渉し
た条件を契約に含める（要件4.1.2トレーダー基準参照）。

4.5 Sourcing and Market Information for Planning

4.5.1 4.5.0.01 ペイヤー ALL C （ペイヤー、コンベイヤー）（スポーツボールを除

く）

認証事業者は、購入を計画している各々の生産者へ

調達計画を提示すること。

調達計画を提示してい

ない。

調達計画が提示されて

いる。しかし、一部の

生産者組織のみに提示

された、もしくは口頭

で伝えられたのみであ

る。

すべての生産者組織

に、書面で調達計画が

提示された。

すべての生産者組織

に、書面で調達計画が

提示された。かつ、調

達計画で示された購入

量の50％以上に、拘束

力のあるコミットメン

トを含んでいる。

すべての生産者組織

に、書面で調達計画が

提示された。かつ、調

達計画で示された調達

量の75％以上に、拘束

力のあるコミットメン

トを含んでいる。

Product Standards on    4.5.0.02 ペイヤー Sugar, Cereals, Coffee,
Cotton, Fruit juice, Gold
& Precious Metals,
Herbs & Herbal Teas &
Spices, Honey, Nuts,
Oilseeds and
Oleaginous fruit, Pulses,
Wine grapes

C （ペイヤー、コンベイヤー）（さとうきび糖、コー

ヒー、フルーツジュース、ハーブティー＆香辛料、

ハチミツ、ナッツ、オイルシードと油脂果実、穀

類、繊維、豆類、ワイン用ぶどう、金）最低でも12
カ月間に及ぶ調達計画が存在すること（年間生産/収
穫/季節）。

調達計画で示されてい

る期間が、12カ月以下

である。

調達計画が12カ月に及

ぶ。

調達計画が12カ月以上

に及ぶ。
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Product Standards on    4.5.0.03 ペイヤー Sugar, Cereals, Coffee,
Cotton, Dried Druit,
Dried Vegetables,
Flowers, Plants, Fruit
Juice, Herbs & Herbal
Teas & Spices, Honey,
Nuts, Oilseeds and
Oleaginous fruit, Pulses,
Wine grapes, Dried
Banana

C （ペイヤー、コンベイヤー）（さとう、コーヒー、

ドライフルーツ、乾燥野菜、フルーツジュース、

ハーブ、ハーブティーと香辛料、蜂蜜、ナッツ、オ

イルシードと油性果物、シリアル、豆類、花と植

物、ワイン用ぶどう、加工果物と加工野菜（乾燥バ

ナナ））調達計画は、以前の調達計画の有効期限の

最低でも3ヶ月前に、更新されていること。

調達計画が、前回の調

達計画有効期限の3ヶ月

前より後に更新されて

いる。

調達計画は、遅くて

も、前回の調達計画有

効期限の3ヶ月前に、更

新されている。

調達計画は、前回の調

達計画が期限切れにな

る3ヶ月前より早くに更

新されている。

調達計画は、1年を通し

て、または収穫時期を

通して、定期的に更新

されている。

Fresh Fruit, Tea
(SPO) 4.4.1 & Tea
(HL) 5.1.1,

4.5.0.04 ペイヤー Tea C （ペイヤー、コンベイヤー）（茶）最低でも四半期

単位の調達計画が存在すること。

調達計画の期間は、四半
期以下である。

四半期分の調達計画があ
る

四半期以上の調達計画が
ある。

Fresh Fruit, Veg
SPO 4.1.1; Veg HL
5.1.1, Tea (SPO)
4.4.1 & Tea (HL)
5.1.1

4.5.0.06 ペイヤー Tea, Fresh Vegetables C (ペイヤー、コンベヤー）（茶、根菜類を含むSPOからの生

鮮野菜、Hired Labourからの生鮮野菜）前回の調達計画

の期限が切れる少なくとも2週間前に調達計画が更新され
ること。

調達計画が、前回の調

達計画の有効期限の、2
週間前より後に更新さ

れている。

調達計画は、遅くて

も、前回の調達計画の

有効期限の2週間前に、

更新されている。

調達計画は、四半期を

通して、定期的に更新

されている。

Prepared and Preserv               4.5.0.07 ペイヤー Dried Fruit, Dried
Vegetables, Dried
Banana

C （ペイヤー、コンベイヤー）（ドライフルーツ、乾

燥野菜、乾燥バナナ）調達計画は、双方の合意のも

とで、特定の期間にわたるものであること。

調達計画が、双方の合

意のもと決められた期

間に及んでいない。

調達計画が、双方の合

意のもと決められた期

間に及んでいる。

Flowers and Plants 5.24.5.0.08 ペイヤー Flowers, Plants C （ペイヤー、コンベイヤー）（花および植物）下記

について明確に示した、最低6カ月におよぶ調達計

画があること。

- 合意された量

- 品質

- 価格

- フェアトレードプレミアム

- 納品条件

書面の調達計画がな

い。

調達計画が及ぶ期間

は、6カ月以下である。

調達計画が及ぶ期間

は、6ヶ月である。

調達計画が及ぶ期間

は、6ヶ月以上である。

Flowers and Plants 5.  4.5.0.09 ペイヤー Flowers C （ペイヤー、コンベイヤー）（花および植物）

認証事業者は、調達計画に記載された数量の50％
（取引関係を結んで1年目）、または75％（2年目以

降）が、フェアトレードとして購入されることを保

証すること。あるいは、フェアトレード価格ペイ

ヤーがそれよりも少ない量を購入した場合で、これ

が顧客の注文が達成されていなかったことによる場

合は、フェアトレード価格ペイヤーはFLOCERTに
このことを文書で報告し、証拠を提示すること。

調達計画に記載された

数量の50％（取引開始

から1年目）、または

75％（2年目以降）以下

しか、フェアトレード

として購入されていな

い。かつ、FLOCERTに
このことを報告してい

ない。

調達計画に記載された

数量の50％（取引開始

から1年目）、または

75％（2年目以降）が、

フェアトレードとして

購入されている。もし

くは、（それが達成で

きていない場合には）

FLOCERTに報告してい

る。

調達計画に記載された

数量の100％を、フェア

トレードとして購入し

ている。
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Tea 5.2.1 4.5.0.13 ペイヤー Tea C （最初の買い手）（茶）（認証の茶が、オークショ
ンを通して販売される場合に適用）
-買い手は、四半期調達計画のもと、オークション
で購入する旨を、生産者に知らせること。
-オークションから1週間以内に、買い手は、生産者
に、フェアトレードに関するすべての支払いについ
て、包括的な報告すること。
-フェアトレードに関する全ての未払いの支払い
は、四半期ごとになされること。

いいえ はい

4.5.2 4.5.0.14 ペイヤー, 製造・卸 ALL V すべての認証事業者は、直近の供給者（サプライ

ヤー）に対して、調達計画を提示すること。

直近の供給者（サプラ

イヤー）に、調達計画

を提示していない。

一部の直近の供給者

（サプライヤー）にの

み調達計画が提示され

ている、もしくは、口

頭で伝えられただけで

ある。

すべての直近の供給者

（サプライヤー）に、

書面にて調達計画が提

示されている。

すべての直近の供給者

（サプライヤー）に、

書面にて調達計画が提

示されている。かつ、

調達計画で示された調

達量の50％以上に、拘

束力のある約束を含

すべての直近のバイ

ヤーに、書面で調達計

画が提示された。か

つ、調達計画で示され

た調達量の75％以上

に、拘束力のある約束

を含む。
4.5.3 4.5.0.15 ペイヤー, 製造・卸 ALL V 認証事業者は、生産者に、関係する市場情報を定期

的に提供すること。これにより生産者は市場の状況

がよりよく理解でき、情報に基づく取引の決断をす

ることができる。

生産者に、関係する市

場情報を提供していな

い。

生産者に、関係する市

場情報を提供してい

る。しかし、口頭で伝

えるだけで（例：電話

での会話）、定期的に

提供していない。

一部の生産者に、関係

する市場情報を書面で

提供している。かつ、

それは定期的に行われ

ている（最低でも年に

一回/収穫時期に一

回）。

すべてのの生産者に、

関係する市場情報を書

面で提供している。か

つ、それは定期的に行

われている（最低でも

年に一回/収穫時期に一

回）。

すべてのの生産者に、

関係する市場情報を書

面で提供している。か

つ、それは最低でも年

に二回/収穫時期に二回

行われている。

Tea 1.1.1-1.1.3 4.5.0.16 ペイヤー Tea (Retro Certification) C （ペイヤー、コンベイヤー）（茶）（レトロ認証の

場合適用）

認証事業者は、最初のレトロ認証茶を開始する前

に、FLJにレトロ認証を行う意思を通知うするこ

と。

いいえ はい

Tea 1.1.1-1.1.3 4.5.0.17 ペイヤー Tea (Retro Certification) C （ペイヤー、ペイヤー）（茶）（レトロ認証の場合

適用）

 最初の請求価格が、その国・地域のフェアトレード

最低価格を下回っていた場合、その差額をフェアト

レード・プレミアムとともに支払うこと。

いいえ はい
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Tea 1.1.1-1.1.3 4.5.0.18 ペイヤー Tea (Retro Certification) C （ペイヤー）（茶）（レトロ認証の場合適用）

茶のレトロ認証を行う前に、要求された重量を承認

するために、署名およびコード化されたRetro Advice
noteを認証生産者に送付すること。

Retro Advice noteには、Retro Advice フォーム（ガイ

ダンスを参照）に記載されているすべての必要な情

報が含まれていること。

2つの事業者間の各Retro Advice noteには、以下のよ

うに連続した番号を付けること。

取引業者名とID/生産者名とID/取引年/取引番号（例

は、ガイダンスを参照のこと）

このコードは、特定のレトロに関連するすべての書

類と銀行振込に引用すること。

生産者がRetro Advice noteに署名した日が「宣言」

日となり、その日をもって

レトロ認証された数量がフェアトレード認証茶とな

る。

茶葉を梱包し、販売する前に、署名されたRetro
Advice noteを必ず受領すること。

また、最初の買い手でない場合は、この取引を輸出

業者に伝え、輸出業者が追加価格とプレミアムを伝

える責任を負うという確認書を受け取ること。

レトロ認証事前通知書
がない、又は不備があ
る。もしくは、レトロ
認証事前通知書に双方
の署名がされる前に茶
をフェアトレード認証
にした。もしくは、レ
トロ認証事前通知書の
コピーを、
retro.tea@fairtrade.netに
5日（就業日）以内に
送っていない。

レトロ認証事前通知書

が完全である。かつ、

レトロ認証事前通知書

に双方の署名がされた

あとに茶をフェアト

レード認証にした。さ

らに、レトロ認証事前

通知書のコピーを、

retro.tea@fairtrade.netに
5日（就業日）以内に

送ったい。

Tea 1.1.1-1.1.3 4.5.0.20 ペイヤー Tea (Retro Certification) C （ペイヤー）（茶）（レトロ認証の場合適用）

 CTCアフリカ茶の場合、最初の請求書に記載された

購入量の30%まで、特定のフェアトレード認証生産

者からレトロ認証を受けることができます。遡及申

告できるのは、最初の購入請求書の月から3ヶ月後

まで。

購入した量のうち30％
以上をレトロ認証にし

た。もしくは、請求書

の日付から遡って3カ月

以上たった後にレトロ

認証にした。

購入した量のうち最大

30％をレトロ認証にし

た。また、請求書の日

付から遡って3カ月以内

にレトロ認証にした。

Tea 1.1.1-1.1.3 4.5.0.21 ペイヤー Tea (Retro Certification) C （ペイヤー、コンベイヤー）（茶）（レトロ認証の

場合適用）

オーソドックス茶葉とアフリカ産以外のCTC茶葉に

ついては、最初の請求書に記載された購入量の100%
まで、特定のフェアトレード認証生産者からレトロ

認証を受けることができる。レトロ認証申告できる

のは、最初の購入請求書の月から6ヶ月後まで。

請求書の日付から遡っ

て6カ月以上経ったあと

に、レトロ認証にし

た。

請求書の日付から遡っ

て6カ月以内に、レトロ

認証にした。
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Tea 1.1.1-1.1.3 4.5.0.22 ペイヤー, 製造・卸 Tea C （ペイヤ―）（茶）
最初の買い手でない場合は、この取引を輸出者に通
知し、輸出者が追加価格とレトロ認証された数量の
プレミアムを伝える責任を負うことの確認を受けと
ること。

フェアトレード支払者

とコンベイヤーの間に

書面による合意が無

い。

フェアトレード支払者

とコンベイヤーの間

に、書面による合意が

ある。

Cane sugar 4.8.2 4.5.0.24 ペイヤー Sugar (Retro
Certification)

C (Payer) (Cane sugar) (Applicable in case of retro-
certification) You have received written confirmation
from the exporter (or mill, if applicable) that Fairtrade
eligible sugar is available prior to retro-certifying
volumes in question.

いいえ はい
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Fibre crops 4.1.2 4.5.0.29 ペイヤー Cotton C （ペイヤー）（コットン）

認証事業者が、シードコットンを認証のものとして

購入する場合、または、フェアトレード認証製品と

して売る場合は、以下の条件を満たすこと。

- シードコットンはフェアトレードのものとして生

産されていること

- 買い手は、販売から15日(カレンダーデー）以内に

供給生産者（SPOかPEB）に報告すること

- 買い手は、各供給生産者に、フェアトレードとし

て売ったシードコットンの量、価格調整（該当する

場合、市場価格とフェアトレード価格の差異）、

フェアトレードプレミアムの支払い期日を報告する

こと

- 認証事業者は、コットンの産品別基準4.3.4項に

従ってプレミアムと調整された製品価格を生産者に

支払っていること。

- 認証事業者が、特定の割合のシードコットンを

フェアトレードとして販売している場合、プレミア

ムと価格の調整額（該当する場合のみ）の支払い額

は、各生産者から購入した量に応じて計算されるこ

と。

- 二番めの購入者が、特定の生産者のコットンを要

求した場合、フェアトレード価格とプレミアムはそ

の生産者へ支払われること。

いいえ はい

FLOCERT Requireme4.5.0.30 ペイヤー Cocoa from Ghana C 認証事業者は、書面にて認証カカオ豆をガーナの

COCOBODから調達する意思があることを認証機関

に通知していなければならない。

No Yes
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FLOCERT Requireme4.5.0.31 ペイヤー Cocoa from Ghana C （ペイヤー）（ガーナ産カカオ）

認証事業者は、COCOBOD/CMCを通して供給してい

る生産者組織と、認証原料に関する売買契約/覚書に

署名すること。契約または覚書は、産業の規則に従

い、最低の内容について明記すること。

- 合意された数量

- 品質仕様

- 価格設定セクションの要件に従って定義された価

格

- 支払われるフェアトレードプレミアムの額（価格

とは別に表示される）

- フェアトレード価格とフェアトレードプレミアム

の支払い責任者

- 透明性があり、追跡可能でなければならない支払

形態

- 価格とプレミアムの支払いが、フェアトレード価

格表に定義された通貨と異なる通貨で行われる場合

に使用する為替レートの日付

- 事前融資の条件と金額（該当する場合

- 品質問題が発生した場合の手続き

- 国際商業用語（インコタームズ）を使用した納品

条件

- 製品規格に基づく支払条件

- 不可抗力」の定義または言及

- 適用される裁判管轄に関する合意

- 紛争を解決するための代替的な紛争解決メカニズ

ム。

- 価格差（基準価格とFTMPの差）がある場合は、そ

の差額の支払い。

両契約当事者は、同等の契約解除権を有する。"

いいえ はい

FLOCERT Requireme4.5.0.32 ペイヤー Sugar C （ペイヤー、コンベイヤー）（さとうきび糖）（レ

トロ認証の場合適用）

フェアトレードペイヤーや輸出業者が、製品の生産

元を確認できるよう根拠書類を保持していれば、副

次的な製品や派生品は、レトロ認証できる。

製品の生産元を確認で

きるよう根拠書類を保

持してないにも関わら

ず、副次的な製品や派

生品がレトロ認証され

ている。

製品の生産元を確認で

きるよう根拠書類を保

持しており、副次的な

製品や派生品がレトロ

認証されている。

Cocoa 4.5.1 4.5.0.35 ペイヤー Cocoa C (カカオ)(ペイヤー、コンベイヤー)
生産者(または該当する場合はコンベイヤー調達計画

を提供すること。調達計画は、

- 各収穫毎の計画を提示し、

- カカオ取引シーズンの1ヶ月前に最低1ヶ月前にで

提供され、

- 少なくとも毎年更新される

こと。

調達契約が提出されてい
ない。

調達計画が要求事項に
沿っていない。

調達計画が要求事項に
沿って提出されている。
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Fresh Fruit 4.5.15 4.5.0.36 ペイヤー, 製造・卸 Fresh Fruit, Banana C (輸入者)（バナナを含む生鮮果物) (レトロ認証が適

用される場合)
輸入者は、認証ラベルの貼付されていない生鮮果物

に対してのみレトロ認証が適用され、レトロ認証さ

れた生鮮果物はライセンシーに代わって認証事業者

によって認証ラベルが貼付されることを確認するこ

と。

いいえ はい

Fresh fruit (SPO) 4.5.    4.5.0.37 ペイヤー, 製造・卸 Fresh Fruit, Banana C (輸入者)（バナナを含む生鮮果物) (レトロ認証が適

用される場合)
輸入者は、レトロ認証の取引後5営業日以内に生産

者、輸出組織（該当する場合）にレトロ認証の適用

を通知すること。

生産者、輸出組織に情

報が通知されていな

い。

情報は通知されたが、5
営業日以内ではない、

または（かつ）、輸出

組織から書面で確認書

を受領していない。

情報が5日営業日以内に

通知され、かつ輸出組

織から書面で確認書を

受領している。

Fresh fruit (SPO) 4.5.    4.5.0.38 ペイヤー, 製造・卸 Fresh Fruit, Banana C (輸入者)（バナナを含む生鮮果物) (レトロ認証が適

用される場合)
認証事業者は フェアトレード プレミアムとフェア

トレード価格の調整額を生産者または輸出組織に、

認証製品として販売した15日（カレンダーデー）以

内に支払うこと。

生産者からの.最初のバイヤーでなければ、輸出組織

がレトロ認証果物の追加価格とプレミアムをペイヤ

―に代わって送金する責任があることを確認する、

輸出業者からの書面があること。

商品代金、プレミアム

の調整額が支払われて

いない、または輸出組

織が生産差へ調整額を

送金する責任を負うこ

とを確認できる書面が

ない。

商品代金とプレミアム

の調整額は支払われて

いたが、金額が正しく

ない。

商品代金とプレミアム

の調整額が正しく支払

われていた。または、

輸出組織が生産差へ調

整額を送金する責任を

負うことを確認できる

書面がある。

ランク3に加え、輸出組

織によって調整額の支

払いがなされたことを

示す証拠書類がある。

Fresh fruit (SPO) 4.5.    4.5.0.39 ペイヤー, 製造・卸 Fresh Fruit, Banana C (輸入者)（バナナを含む生鮮果物) (レトロ認証が適

用される場合)
レトロ認証の取引をする際には、以下の記録を残す

こと。

－生産者組織から生鮮果物を購入した日

- 取引の特定

- コンテナ・積み荷情報

- 売り手と買い手の特定

- レトロ認証を適用する生鮮果物の量

- プレミアム金額

- 商品代金の調整額（該当する場合）

- 生産者へ調整額を支払う/送金する責任者

記録がない すべての項目に関する

記録がない。

完全な記録がある。
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Tea (SPO) 4.4.2 4.5.0.42 ペイヤー Tea C (茶）（緑茶葉を購入・加工する組織） 緑茶葉を購

入する場合、以下の条件を満たせば、フェアトレー

ドとして購入し、加工・ 販売することができる。

- フェアトレードで生産された緑茶葉であること。

- フェアトレード価格、プレミアムコンベイヤーで

あり、あなたの組織から購入するそしきがフェアト

レード最低価格・プレミアムのペイヤーであるこ

と。また、あなたと生産者の間で締結された契約に

そのことが記載されていること。

- フェアトレード対象茶葉を少なくとも市場価格で

購入し、所有権移転後7日以内に生産者に支払うこ

と。生産者にとって有益であり、かつ契約で合意さ

れたものであれば、いかなる代替措置も可能であ

る。

- 加工・製造された茶葉がフェアトレードとして販

売された場合、供給元の各生産者にフェアトレード

対象茶葉のフェアトレード販売量を速やかに）通知

する（バイヤーと販売契約を締結してから7日以

内）。

- 価格ディフェレンシャル（該当する場合）及び

フェアトレード・プレミアムをペイヤーから支払い

を受けてから 15 日以内に生産者に支払うこと（要

件 4.3.4 参照）。

総量の何割かをフェアトレード対象茶葉として販売

する場合、この割合は各生産者の供給量に適用さ

れ、プレミアムと価格差（該当する場合）は比例配

分で計算される。セカンドバイヤー（加工茶・製茶

の買い手）が特定の生産者の茶葉を書面で要求した

場合、フェアトレード価格とプレミアム、調整額は

その特定の生産者に支払うこと。

Conditions are not met
OR no payment of
Fairtrade Premium and
price adjustment on a pro
rata basis (if applicable)

Conditions are met AND
payment of Fairtrade
Premium and price
adjustment on a pro rata
basis (if applicable)

Cocoa 4.5.3 4.5.0.44 ペイヤー Cocoa C (2023 年 7 月 1 日から適用） （カカオ） （生産者からの購
入者） 公表されている、フェアトレード・カカオの購入量を
供給する生産者に割り当てるための文書化された手順を
有している。その文書には、購入決定に関連する原則およ
び/または条件が含まれてていること。また、カカオの購入
シーズンの初めに、その文書を生産者と共有しているこ
と。

手順が定められていない。 手順はあるが文書化されて
いない、または一般に公開
されていない、またはカカオ
の買い付けシーズンの初
めに生産者と共有されてい
ない。

手順は文書化され、一般に
公開され、カカオの買い付
けシーズンの始めに生産
者と共有されている。

4.6 Sharing Risks
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4.6.1 4.6.0.01 ペイヤー ALL C （生産者からの最初の購入者）

品質に関するクレームは、すべての詳細を書面に記

すこと。そして、判明次第できるだけすみやかに生

産者と連絡をとること。

品質に関するクレーム

について、すべての詳

細を書面に記していな

い。もしくは、判明し

た後すぐに生産者と連

絡をとっていない。

品質に関するクレーム

について、すべての詳

細を書面に記してい

る。さらに、判明次第

できるだけすみやかに

生産者に連絡してい

る。

品質に関するクレーム

について、すべての詳

細を書面に記録してい

る。さらに、判明次第

できるだけすみやかに

生産者に連絡してい

る。かつ、生産者の責

任を越える範囲で発生

した品質問題は、品質

の苦情を出さない。さ

らに、その品質問題に

ついて、生産者は責任

を負わない
4.6.1 4.6.0.02 ペイヤー ALL C （生産者からの最初の購入者）生産者の責任範囲を

超えて発生した品質問題に対して、品質の苦情を出

してはいけない。

生産者の責任範囲を超

えて発生した品質問題

に対して、品質の苦情

を出している。

生産者の責任範囲を超

えて発生した品質問題

に対して、品質の苦情

を出していない。
Fresh fruits (SPO) 4.5        4.6.0.03 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（品質クレームを発行

した場合のみ適用）

輸送された生鮮果物が合意された品質基準を満たし

ていない場合、品質に対するクレームは、以下のい

ずれかでなされること：

・（輸入者）仕向港でリリースされてから2営業日

以内

・（熟成者）果物の領収書を受け取ってから8営業

日以内。ただし、仕向港に果物が到着してから15日
（カレンダーデー）まで。

・（輸入組織や他の認証事業者から購入するトレー

ダー）生鮮果物を受け取ってから2営業日以内、た

だし仕向港に生鮮果物が到着してから30日（カレン

ダー）まで。

いいえ はい

Fresh fruits 4.5.5 (SP    4.6.0.04 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（品質クレームを受領

した場合のみ適用）

品質のクレームに関しあたなの組織が責任をとる組

織に該当しない場合、またはあたたの組織で品質ク

レームを取り扱わない場合、、36時間以内に関連す

るサプライチェーンの組織に品質クレームを伝達す

ること。（週末と公休日は除く）

いいえ はい

Fresh Fruits (SOP) 4.      4.6.0.05 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（品質クレームをした

場合にのみ適用）

売り手が品質クレームを受領した後5日以内に、カ

ウンター品質検査を実施すること。

いいえ はい
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Fresh Fruits 4.5.1 (SP    4.6.0.06 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（品質クレームをした

場合にのみ適用）

品質に関するクレームは、最低以下の情報を含んで

いること：

・輸送に関する詳細なデータ（積み荷の日付、船の

名前、フェアトレード認証製品の総量（ボックス

数、、重量）、仕向港、あればコンテナを特定する

情報）

・欠陥を写した写真、影響のあったパレットのすべ

てのコード、品質問題（1つのパレット、コンテナ

につき何箱のボックスが影響を受けたのか等）の説

明

いいえ はい

Fresh Fruits (SPO) 4.    4.6.0.07 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（品質クレームを受領

した場合のみ適用）

生鮮果物の返品（辞退）を承諾しない場合、認可さ

れた測定士によるカウンター検査を手配すること

を、品質クレームを受けた後2営業日以内に書面で

買い手 (または ripener) に通知すること。バイヤーと

特定の合意がない場合には、カウンター検査の費用

はクレームを受領した認証事業者が支払うこと。

バイヤーに通知されて

ない。

バイヤーに通知された

が、2営業日以内ではな

かった。

バイヤーに2営業日以内

に通知されている。

Fresh Fruits  (SPO) 4      4.6.0.08 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（ペイヤ―）(輸入組

織）

（shortfalls in ordersのため、積み荷の一部がフェア

トレードとして販売できない場合に適用）

積み荷重量の最大10%を超えて非フェトレード条件

を適用してはいけない。

各出荷量の10％を超え

て非フェアトレード条

件を適用している、ま

たはshortfalls in ordersが
原因で、非フェアト

レード条件が適用され

たことが判断できな

い。

shortfalls in ordersを理由

に、各出荷量の最大

10％を上限として非

フェアトレード条件を

適用しており、この割

合を超えるshortfalls に
対する任意の財政上の

損失を想定している。
Fresh Fruits 4.5.11 &    4.6.0.09 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナ）（ペイヤ―）（輸入組織）

(Shortfalls in orders, または品質問題があった場合の

み適用する）

Shorfalls in saleｓ、または品質クレームのために、

非認証フルーツとして販売する場合、すべての取引

の書類には「non-Fairtrade」（非フェアトレード認

証)として取り扱われたことがわかるように記載する

こと。「フェアトレード」の参照が書類から削除で

きない場合　には、 製品が非認証条件で販売された

ことを文書で残すこと。

フェアトレードの参照

が削除されておらず、

生鮮果物はフェアト

レード条件で販売され

ていた。

フェアトレードの参照

がすべての書類から削

除されている。また

は、非認証条件として

販売されたことを示す

免責文書（disclaimer)が
ある。
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Fresh Fruits 4.5.11 4.6.0.10 ペイヤー Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（ペイヤー）（輸入組

織）

非フェアトレード条件で購入された認証ラベルが貼

付された果物、つまりShortfallsなどの理由で 非認証

果物として変更された果物は、認証果物を取り扱っ

ている顧客に販売しないこと。（例：小売業者な

ど）

いいえ はい

Honey 4.4.1 4.6.0.11 ペイヤー, 製造・卸 Honey V (はちみつ）気候変動に関連するリスクを軽減させる

ためのサポートを生産者に行っている。

気候変動に関するリス

クを軽減させるサポー

トを行っていない。

不定期なサポートを

行っっているが、リス

クを緩和するには不十

分である。

ある程度の気候変動に

関するリスクを軽減さ

せるサポートが実施さ

れた。

気候変動に関するリス

クを軽減させる定期的

なサポートが実施され

ている、またトレーニ

ングや他のサポートが

記録されている。
Fresh Fruits (SPO) 4.    4.6.0.12 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（生産差者への品質ク

レームを発行した場合に適用する）

生産者が品質問題の責任をとることを承諾した場

合、認証事業者は以下のコストのみを請求するこ

と。

・果物とパッケージ（FOBプライス）の代金

・輸送費（仕向港まで）

・輸送する際にすでに支払われた輸入にかかる税

請求されるコストは、透明性を証明できなければな

らず、為替レートは原産国で船積みした日のレート

が適用される。

生産者への請求金額の

透明性を示す証拠がな

い、または（かつ）、

生産者から品質の問題

を承諾したという証拠

がない。

生産者よって品質ク

レームが承諾された証

拠があり、請求金額の

透明性を示す証拠があ

る。

Fresh Fruits (SPO) 4.     4.6.0.13 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（品質クレームが生じ

た場合に適用）

生鮮果物の品質に関する任意の紛争を和解する究極

の根拠として、認定をうけた独立性のある測量師に

よる検査結果を受けれること。

いいえ はい

Fresh Fruits (SPO) 4.    4.6.0.14 ペイヤー, 製造・卸 Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（輸入組織）

（Shortfalls や品質クレームが生じた場合のみ適用）

輸入組織は、生鮮果物が仕向港に到着してから6週
間以内に生産者を含むサプライチェーンのすべての

認証事業者に、理由（品質クレーム又は、Shortfalls)
とともに、非認証果物として販売することを通知す

ること。

サプライチェーンの認

証事業者に連絡されて

ない。

サプライチェーンの認

証事業者には連絡され

ていたが仕向港に到着

してから6週間以内では

なかった。

認証事業者には、理由

とともにオンタイムで

通知されていた。
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Fresh Fruits (SPO) 4.    4.6.0.15 ペイヤー Banana, Fresh Fruit C （生鮮果物、バナナを含む）（ペイヤー、輸入者）

（非認証製品としての販売が生じた場合）

認証製品であった果物が非認証製品として販売され

ることがあった場合、仕向港に到着後6週間以内に

都度認証機関に連絡をすること。品質クレームの場

合は、生産者に請求する金額を含めて連絡するこ

と。

認証機関に非認証製品

とのしての販売実績が

あったことや、品質ク

レームの連絡がなされ

ていない。

認証機関に報告がなさ

れて、クレームの内容

が承認された。(品質ク

レームの場合)

Coffee 4.5.1 4.6.0.16 ペイヤー ALL C (ペイヤー、コンベイヤー)(コーヒー)(2021年7月15日
より前にフェアトレード認証を取得または申請した

ペイヤーおよびコンベアの場合、2022年1月15日時

点で締結された契約にのみ適用される)
生産者団体と合意した固定価格契約（ジャン決め価

格契約）において、、コーヒーを供給する生産者に

ヘッジ費用を課してはいけない。

ヘッジ費用が生産者に課さ
れいている兆候がある。

ヘッジ費用が生産者に課さ
れいている兆候がない。

4.7 Capacity Building
4.7.1 4.7.0.01 ペイヤー, 製造・卸 ALL V 生産者または労働者のフェアトレード開発計画、も

しくはプレミアム計画をサポートする。または、生

産者もしくは労働者が決定した運用上の、生産の、

または組織に関する能力強化の活動をサポートする

こと。

生産者または労働者の

フェアトレード開発計

画、もしくはプレミア

ム計画をサポートして

いない。

不定期に/一度限りの

フェアトレード開発計

画かプレミアム計画の

サポート、もしくは他

のサポートを一部の生

産者組織に行った。し

かし、サポートの領域

は、生産者/労働者が選

んでいない。

不定期の/一度限りの

フェアトレード開発計

画かプレミアム計画の

サポート、もしくは他

のサポートを一部の生

産者組織に行った。ま

た、サポートの領域

は、生産者/労働者が選

んだ。

定期的なフェアトレー

ド開発計画かプレミア

ム計画のサポート、も

しくは他のサポートを

一部の生産者組織に

行った。また、サポー

トの領域は、生産者/労
働者が選んだ。

定期的なフェアトレー

ド開発計画かプレミア

ム計画のサポート、他

のサポートをすべての

生産者組織に行った。

また、サポートの領域

は、生産者/労働者が選

んだ。

4.7.2 4.7.0.02 ペイヤー, 製造・卸 ALL V （供給者から調達する買い手と、生産者から直接調

達する買い手どちらにも適用）

脆弱な生産者組織から、認証原料（製品）を調達す

ること。

脆弱な生産者組織か

ら、認証原料（製品）

を調達していない。

不定期に/一度限り、脆

弱な生産者組織から認

証原料（製品）を調達

をしている。

定期的に、脆弱な生産

者組織から、認証原料

（製品）を調達してい

る。

定期的に、1つ以上の脆

弱な生産者組織から、

認証原料（製品）を調

達している。

定期的に、脆弱な生産

者組織からのみ、認証

原料（製品）を調達し

ている。

4.7.3 4.7.0.03 ペイヤー, 製造・卸 ALL V 生産者のため、マーケットのつなぎ役として活動す

ること

マーケットのつなぎ役

として活動していな

い。

不定期に/一度限り、

マーケットのつなぎ役

として活動している。

定期的にマーケットの

つなぎ役として活動し

ている。

1人以上の生産者のため

に、定期的にマーケッ

トのつなぎ役として活

動している。

すべての生産者のため

に、定期的にマーケッ

トのつなぎ役として活

動している。
Cocoa 4.1.2 4.7.0.04 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa C (カカオ) （トレーニングなどのサポートを生産者組織に提供

している場合に提供される）提供されるサービスのすべて
の利用規約(手数料を含む)について、生産者組織と書面
で事前に同意している。

No written agreement in
place with the producers
on the terms and
conditions of the services
provided.

There is a written
agreement on the terms
and conditions of the
service.

Cocoa 4.1.2 4.7.0.05 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa C  (カカオ) （トレーニングなどのサポートを生産者組織に提

供している場合に提供される）) You do not put pressure
on producers to accept the services and the fee, nor do
you make it a condition of purchase.

Producers are pressured
to accept the offer.

There is no pressure put
on producers.

4.8 Trading with Integrity
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4.8.1 4.8.0.01 ペイヤー, 製造・卸, ラ
イセンシー

ALL M 認証事業には,、生産者または他のトレーダーの能力
を明らかに損なう不公正な慣行に従事している、ま
たはサプライヤーがフェアトレード基準を順守する
ことを困難にするような競争または取引条件を強制
している、といった兆候がない。

トレーダーによる不公

正な取引が明らかであ

る。

監査において、不公正

な取引の事例があるこ

とが明らかにされた。

不公正な取引が行われ

たという明確な事実が

ない。

不公正な取引があったと
い事実がない。かつ、不
公正取引の禁止が、企業
の法令等遵守方針の重要
項目として指定されてい
る。

Fibre Crops 4.8.0.10 ペイヤー, 製造・卸 Cotton C （コットン）（フェアトレード調達制度（FSI）の傘
下でのみ動く紡績会社は適用しない）
認証業者と製造委託組織は、コットン産品基準に定
義されたILO条約を順守する努力を示す有効な"Social
Indicator" を持っていること。

Social Indicatorがない。 有効なSocial Indicatorが
ない。

有効なSocial Indicatorが
ある。

Standard interpretatio     4.8.0.11 ペイヤー, 製造・卸 Coffee, Fruit Juice C （オレンジジュース、コーヒー） （生豆の売買に適

用）フェアトレード最低価格、プレミアム、オーガ

ニックの上乗せ価格（該当する場合）以下で認証原

料を売買してはならない。

フェアトレード最低価

格プレミアム、オーガ

ニックの上乗せ価格

（該当する場合）以下

で認証原料（製品）の

売買が通常に行われて

いる。

フェアトレード最低価

格、プレミアム、オー

ガニックの上乗せ価格

（該当する場合）以下

で認証原料（製品）の

売買がなされたことが

あった。

フェアトレード最低価

格、プレミアム、オー

ガニックの上乗せ価格

（該当する場合）以下

での認証原料（製品）

の売買が確認されな

かった

ランク3に加え、フェア

トレード最低価格、プ

レミアム、オーガニッ

クの上乗せ価格（該当

する場合）以下で認証

原料（製品）の売買を

禁止する事が、認証事

業者のコンプライアン

スポリシーに不可欠な

部分として取り決めら

れ るFresh fruits (SPO) 4.5      4.8.0.12 ペイヤー, 製造・卸 Fresh Fruit, Banana C (輸入者)(生鮮果物)Shortfallls in sales を理由に、非認

証として取引された製品に、認証ラベルを貼付して
認証事業者、非認証事業者に販売している事実が確
認できない。

そのようなことが、習

慣として行われてい

る。

そのようなことがまれ

に起こっていた。

そのような事実は確認

できない。

Standard Interpretatio   4.8.0.14 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa C (カカオ)(ガーナ、コートジボワール）(カカオ豆を売
買する場合にのみ該当）各カカオシーズンに該当う
るフェトレード最低価格との差を顧客に請求する場
合は、同じフェアトレード最低価格との差で生産者
組織からカカオ豆を購入したことを証明すること。

顧客に請求するフェア

トレード最低価格との

差と、生産者組織に支

払った最低価格との差

を裏付ける証拠がな

い。

顧客に請求するフェア

トレード最低価格との

差と、生産者組織に支

払った最低価格との差

を裏付ける証拠があ

る。

カカオ豆が生産者団体

からいつ購入されたか

（例えば各カカオシー

ズンに適用されるフェ

アトレード最低価格と

の差を含め、カカオ

シーズンごとに購入さ

れた合計数量）、およ

びこれが特定の期間中

にカカオの価格にどの

ように影響するかを記

載した、明確な価格決

定方針が顧客との間に

取り決められている。
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 4.8.1 4.8.0.15 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa C (カカオ)(コートジボワールまたはガーナからサプラ

イヤー経由でカカオ豆を購入する場合にのみ適用)
各カカオシーズンに該当するフェトレード最低価格

との差を顧客に請求する場合は、同じフェアトレー

ド最低価格との差で生産者組織からカカオ豆を購入

したことを証明すること。

No evidence available to
link Fairtrade minimum
price differential charged
to customers to Fairtrade
minimum price differential
paid to supplier.

Evidence available to link
Fairtrade minimum price
differential charged to
customers to Fairtrade
minimum price differential
paid to supplier.

You have a Transparent
Pricing Policy with your
customers which details
when the cocoa beans
were purchased from
suppliers (e.g. total
volumes purchased per
cocoa season with the
applicable Fairtrade
minimum price differential
for each cocoa season),
and how this impacts the
prices of the cocoa beans
or semi-finished cocoa
products being charged
during a particular time
period.

 4.8.1 4.8.0.16 ペイヤー, 製造・卸 Cocoa C （カカオ)(コートジボワールまたはガーナからサプラ

イヤー経由でカカオ豆を購入する場合にのみ適用)認
証事業者はそれぞれのカカオシーズンに適用される
フェアトレードの最低価格の差額の支払いを拒否す
ることで、サプライヤーに圧力をかけてはならな
い。

Evidence available that
customer refused to  pay
the applicable Fairtrade
minimum price differential
for the respective cocoa
season.

No evidence available
that customer refused to
pay the applicable
Fairtrade minimum price
differential for the
respective cocoa season.

Coffee 4.6.1 4.8.0.17 ペイヤー Coffee C (ペイヤー、コンベイヤー)(コーヒー)
生産者組織が、非認証製品を割引価格で販売するこ

とを条件に、生産者団体からフェアトレード認証製

品を購入してはならない。

生産者団体が非認証製品
を割引価格で販売するこ
とを条件に、生産者団体
からフェアトレード認証
製品を購入している。

生産者団体が非認証製品
を割引価格で販売するこ
とを条件に、生産者団体
からフェアトレード認証
製品を購入した事実がな
い。
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